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第１ 通所介護事業の概要 
１ 通所介護とは 

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目

指し、必要な日常生活上の世話及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図る｡ 

 

２  通所介護事業所の種類 

通所介護事業所は、前年度の利用者数に応じて、翌年度の事業所規模が３種類に区別され

る｡ 

①  通常規模の事業所 (前年度の月間平均利用人数が750人以下) 

②  大規模の事業所(Ⅰ)  (前年度の月間平均利用人数が750人超900人以下) 

③  大規模の事業所(Ⅱ)  (前年度の月間平均利用人数が900人超) 

 

○ 事業所規模の届出 

毎年度３月31日時点において、事業を実施している事業者であって、４月以降も引き続

き事業を実施する場合は、次年度(４月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの

確認を毎年３月に行う必要があり、３月15日までに必要書類を所管の県民局へ提出する｡ 

  ※ 様式、提出先の詳細については、兵庫県のホームページで確認すること｡ 

 【ＨＰアドレス→https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000004.html】 

 

 

３  サービス提供の流れ  

 

利用者の申込み 

      ↓ 

被保険者証の確認 

       ↓ 

  重要事項説明書による説明・同意 

       ↓ 

  契約の締結 

        ↓ 

病状、心身状況の把握 

       ↓ 

  面談・通所介護計画の作成 

       ↓ 

  サービスの提供 

       ↓ 

  サービス記録の整備  関係者との連携、事故発生時の対応、苦情対応等 

       ↓ 

  利用料の受領、領収書等の発行 

       ↓ 

終   了 
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第２ 事業者指定及び介護報酬等 
１  事業者指定 

通所介護事業所の開設にあたっては、県民局長の介護保険法上の事業者指定を受けなけれ

ばならない(介護保険法第70条・第115条の2)｡ 

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」及び「指定介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準」には、①基本方針、②人員基準、③設備基準、④運営

基準が定められている｡ 

「人員基準」は、従業者の員数、知識、技能に関する基準であり、「設備及び運営基準」

は事業所に必要な設備の基準や保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で

求められる運営上の基準で、事業目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたも

のである｡したがって、指定にあたっては、上記の①～④の全てを満たす必要があり、例え

ば設備基準を満たしていても、人員基準を満たしていない場合には指定を受けることはで

きない｡ 

（１） 人員基準 

 管理者 

事業所ごとに１名(常勤) 

※ 管理上支障がない場合は、当該通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができる｡ 

 生活相談員 

サービスの提供日ごとに、サービス提供時間帯に生活相談

員(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る｡)が勤務して

いる時間数の合計数をサービス提供時間帯の時間数で除し

て得た数が、１人以上 

 看護職員 

 (看護師又は准

看護師) 

単位ごとに、専ら通所介護サービスの提供に当たる者１名以上 

※ 看護職員は、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該

看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適

切な連携を図ること｡ 

また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職

員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行

い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提

供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職

員が確保されているものとする｡ 

なお、「密接、かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけ

ることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保するこ

とである｡ 

介護職員 

単位ごとに、サービス提供時間帯に介護職員(専ら当該サ

ービスの提供に当たる者に限る｡)が勤務している時間数の

合計数をサービス提供時間帯の時間数で除して得た数が、利

用者15人までは１名以上、それ以上５またはその端数を増すごとに１

名以上 

※ 単位ごとに、常時１名以上の配置が必要である｡ 

※  (利用者：通所介護事業所が、第一号通所事業(介護予防通所介

護に相当するものとして市町村が定めるものに限る｡)の指定を併

せて受け、かつ、通所介護と第一号通所事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合は通所介護又は第一号通所事

業の利用者をいう｡) 
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機能訓練指導員 

１名以上 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師又

はきゅう師（はり師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練

指導に従事した経験を有する者に限る。）)とし、当該通所介護事業所

の他の職務に従事することができる｡ 

【注意】 

機能訓練は、資格を有する機能訓練指導員が行うべきであるため、

個別機能訓練加算を算定しない事業所であっても、理学療法士等の資

格を有する機能訓練指導員を１名以上配置する必要がある｡ 

なお、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う補

助的な機能訓練については、生活相談員又は介護職員が兼務して行っ

ても差し支えない｡ 

※ 生活相談員または介護職員のうち１名以上は常勤であること｡ 

 

(参考) 

○「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務する時間すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間を基本と

する｡)に達していることをいう｡ 

※ 同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業

所の職務と同時並行的に行われることが差し支えない場合は通算可能である｡ 

○「常勤換算方法」とは、当該事業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間(週32時間を下回る場合は32時間を基本とする｡)で除することに

より、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数換算する方法をいう｡ 

○「専ら従事」、「専ら提供に当たる」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当

該サービス以外の職務に従事しないことをいい、サービス提供時間帯とは、事業所にお

ける勤務時間(サービスの単位ごとの提供時間)をさし、従事者の常勤・非常勤の別を問

わない｡ 

※ あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の

従事者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以

外の職務に従事しないことで足りる｡ 

○「単位」とは、同時に一体的に提供される指定通所介護をいう｡ 

例えば、①指定通所介護が同時に、一定の距離を置いた２つの場所で行われ、これ

らのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合、②午前と午後とで別の

利用者に対して指定通所介護を提供する場合は、２単位とし、それぞれの単位に必要

な従業者を確保する｡ 

※ 利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護が一体的に

提供されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対し

て通所介護を行うことも可能である｡なお、同時一体的に行われているとは認めら

れない場合は、別単位となる｡ 

○「利用者数｣「利用定員」とは、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数または

利用定員をいう｡ 

 ①利用者の数：実人員、②利用定員：あらかじめ定めた利用者の数の上限) 
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（２） 設備基準 

食堂・機能訓練室(利用者１人あたり３㎡以上)、静養室、相談室及び事務室を有する

ほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要

なその他の設備及び備品等を備えなければならない｡ 

なお、設備等（玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが設置される

ものを含む）は、当該指定通所介護事業所用として専用でなければならないが、利用者

への指定通所介護の提供に支障がない場合等は、他の事業と共用することができる｡ 

ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と当該事業所に併設された病院、診療所、

介護老人保健施設又は介護医療院における指定通所リハビリテーション等を行うため

のスペースについて共用する場合にあっては、一定の条件を満たすことで共用が可能

である。なお、設備を共用する場合、居宅基準第104条第2項において、指定通所介護事

業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じる

よう努めなければならないと定めているところであるが衛生管理等に一層努めること。 

設 備 名 内         容 

食堂及び機能訓練室 

① 合計面積が、利用定員数に３㎡を乗じた面積以上であること

が最低基準(一般的に一人につき３㎡での活動は難しいと考え

るため、支障なく介護を行うことができる面積を事業所として

よく判断することが必要である) 

② 食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さ

を確保できる場合は、食堂及び機能訓練室は同一の場所とする

ことができる 

③ 狭い部屋を多数設置するべきではない 

相談室 
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮

されていること 

消火設備その他の非

常災害に際して必要

な設備 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法そ

の他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確

実に設置しなければならない 

その他の設備 それぞれの用途として必要な広さがあること 

その他 

事業所全体として、各所の段差の解消や手すりを取り付けるな

どして、利用者自身で、動くことができるように、また安全面に

配慮すること 

 

（３） 運営基準(主なもの) 

    P.35 参照 
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２ 介護報酬等 

（１） 通所介護費   

所要時間 要介護度 

単位数 

備考 通常 

規模 

大規模 

Ⅰ 

大規模 

Ⅱ 

３時間以上 

４間未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

370 

423 

479 

533 

588 

358 

409 

462 

513 

568 

345 

395 

446 

495 

549 

◎ 基本部分の報酬の減算 

① ２時間以上３時間未満の場

合 

４時間以上５時間未満の単

位数 

×70/100 

② 定員超過、人員欠如の場合 

  「(４)減算」を参照 

◎ 利用者が短期入所生活介護、

短期入所療養介護、特定施設入

居者生活介護、小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型共同生

活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護、

若しくは看護小規模多機能型居

宅介護を受けている間は、通所

介護費は算定しない｡ 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

388 

444 

502 

560 

617 

376 

430 

486 

541 

597 

362 

414 

468 

521 

575 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

570 

673 

777 

880 

984 

544 

643 

743 

840 

940 

525 

620 

715 

812 

907 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

584 

689 

796 

901 

1,008 

564 

667 

770 

871 

974 

543 

641 

740 

839 

939 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

658 

777 

900 

1,023 

1,148 

629 

744 

861 

980 

1,097 

607 

716 

830 

946 

1,059 

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

669 

791 

915 

1,041 

1,168 

647 

765 

885 

1,007 

1,127 

623 

737 

852 

970 

1,086 
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（２） 所要時間について 

通所介護費については、所要時間による区分により算定されるものですが、この「所

要時間による区分」については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けら

れた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされているところであり、

単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族による送迎等の都合で、当該利用者が通

常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認め

られません｡ 

したがって、この場合は当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算

定されます｡また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間

は含まれないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車

椅子への移乗、戸締まり等)に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、１日 30 

分以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる｡ 

① 居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施する場合 

② 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員

基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者(二級課程修了

者を含む｡)、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法

人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービ

スを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員で

ある場合 

 

（３） サービス提供時間の短縮 

当日の利用者の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等により、当初の通所介

護計画に位置付けられた時間よりも実際のサービス提供時間が大きく短縮した場合

は、当初の通所介護計画を変更し、再作成するべきであり、変更後の所要時間に応じ

た所定単位数を算定しなければならない｡ 

また、当初の通所介護計画に明記された所要時間に対して、送迎や進行状況等によ

り実際に提供した時間が頻繁に短くなっている場合は、介護支援専門員と調整の上、

通所介護計画の見直しを図る必要がある｡ 

 

（４） サービス提供時間中の中断 

いわゆる中抜け算定(受診、理美容サービス利用時間はサービス提供時間に含められ

ないものであり、当該時間分を引いた時間で算定)は次の場合を除いて行えない｡ 

・ 計画されていない、利用中の体調不良やケガ等で医療機関を受診し、受診の結果、

通所介護の利用に差し支えないと医師が判断し、再度通所介護に戻った場合 

・ 理美容サービスの利用 

上記以外の受診(定期的な受診等事前に計画されていたもの)は、その時点で利用終

了となるものであり、その後、通所介護事業所に戻ったとしても算定できない｡ 

介護保険最新情報VOL.678 

「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」

も併せてご確認ください｡ 

 

（５） ２時間以上３時間未満の利用 

２時間以上３時間未満の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から長時間のサ

ービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけ

ていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間サービス利用が

困難である者に限られている｡ 
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また、２時間以上３時間未満の通所介護であっても、本来の目的に照らし、単に入

浴サービスのみといった利用は適当ではなく、日常生活等を通じた機能訓練等が実施

されるべきである｡ 

 

（６） 他のサービスとの関係  

利用者が次のサービスを受けている間は算定できません｡ 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居

宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 

 

（７） 加算 

加算については、事前に県民局長へ届出を行った場合に限り算定できる場合があるの

で、注意が必要である｡ 

また、(1)の基本報酬が算定されない場合は、加算は算定できない｡基本部分の報酬が

減算される場合でも加算部分の報酬の減算はないが、加算の種類により、人員基準を満

たすことが必要である｡ 

加算名 

1)感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上

生じている場合 

2)８時間以上９時間未満の通所介護の前後に日常の世話を行う場合 

3)生活相談員配置等加算 

4)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

5)入浴介助加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

6)中重度ケア体制加算 

7)生活機能向上連携加算 

8)個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロ（Ⅱ） 

9)ADL維持等加算 

10)認知症加算 

11)若年性認知症利用者受入加算 

12)栄養アセスメント加算  

13)栄養改善加算 

14)口腔・栄養スクリーニング加算 

15)口腔機能向上加算 

16)科学的介護推進体制加算 

17)サービス提供体制強化加算 

18)介護職員等処遇改善加算 
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１) 感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 

イ及びロについて、感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発

生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度

における月平均の利用者数よりも５/100 以上減少している場合に、都道府県知事に

対し届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリ

テーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、

１回につき所定単位数の３/100に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、

利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情

があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から３月以内に限

り、引き続き加算することができる。 

（留意事項） 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の基本

報酬への加算の内容については、別途通知「通所介護等において感染症又は災害の発生

を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照すること。 

２) ８時間以上９時間未満の通所介護の前後に日常の世話を行う場合  

日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間 8 時間以上 9 時間未満の指定通所

介護を行った場合又は所要時間 8 時間以上 9 時間未満の指定通所介護を行った後に引

き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該

指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が 9 時間以

上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。 

イ ９時間以上 10 時間未満の場合    50 単位 

ロ 10 時間以上 11 時間未満の場合  100 単位 

ハ 11 時間以上 12 時間未満の場合  150 単位 

ニ 12 時間以上 13 時間未満の場合  200 単位 

ホ 13 時間以上 14 時間未満の場合  250 単位 

※ ８時間以上９時間未満の事業所のみ算定が可能 

（留意事項） 

８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加

算の取扱い 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上

の世話を行う場合について、５時間を限度として算定されるものであり、例えば、 

① ９時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

② ９時間の通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合計５時間の延

長サービスを行った場合には、５時間分の延長サービスとして 250 単位が算定される。 

３) 生活相談員配置等加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、注 5 を算定している場合は、生活相談員配置等加算と

して、1 日につき 13 単位を所定単位数に加算する。 

（算定要件） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 生活相談員を一名以上配置していること。 

ロ 地域に貢献する活動を行っていること。 

（留意事項） 

① 生活相談員(社会福祉士、精神保健福祉士等)は、共生型通所介護の提供日ごとに、
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当該共生型通所介護を行う時間帯を通じて 1名以上配置する必要があるが、共生型

通所介護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練

(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定児童発達支援事業所又は

指定放課後等デイサービス事業所(以下この(6)において「指定生活介護事業所等」

という。)に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場

合には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、1 週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、

その曜日のみ加算の算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場(開放スペースや保育園等との交流会な

ど)の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお

祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)

の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健

康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう

努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等におい

てのみ算定することができるものであること。 

４) 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第 93 条第 1 項に規定する通所

介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し

て、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第 100 条第 6 号に規定する通常の

事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護を行った場合は、1日につき所定単

位数の 100 分の 5 に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

（留意事項） 

当該加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準第 20 条第３項に規定

する交通費の支払を受けることはできない。 

５) 入浴介助加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て

当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 日につき

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40 単位 

ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 55 単位 

（算定要件） 

イ 入浴介助加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

（1） 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助

であること。 

（2） 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 

ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

(1) イに掲げる基準に適合すること。 

(2) 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、若しくは介護支援専門員又は利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能

訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及

び経験を有する者（以下「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室にお

ける当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該

居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難

しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業
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所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販

売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅

改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の

居宅への訪問が困難な場合には、医 師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を

訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び

浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとす

る。 

(3) 当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者(以下「機能訓練指導員等」という。)が共同して、利用者の居宅を訪問した

医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴

室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画

に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成

に代えることができる。 

(4) (3)の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。以下同じ。)又は利用者の居

宅の状況に近い環境（利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ

及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、

利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。 

（留意事項） 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について

算定されるものである（大臣基準告示第 14 号の３）が、この場合の「観察」とは、

自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活

動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、

転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体

に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであ

ること。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考

えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを含むも

のとする。 

② 入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得す

る機会を指すものとする。 

③ 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情に

より、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

① ア①から③までを準用する。この場合において、ア①の「入浴介助加算（Ⅰ）」

は、「入浴介助加算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅

で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下⑻において「家族・訪問

介護員等」という。）の介助によって入浴ができるようになることを目的とし、以

下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算

定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助

により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術

を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機

能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知

識及び経験を有する者（以下、「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問（個
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別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。）し、利用者の状態をふ

まえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当

該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、

利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入

浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所介護事業所に対しその旨

情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定通所介護

事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行

うよう留意すること。 

（※） 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基

づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介

助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉

用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を

担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅

改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医師等の指示の下、介護

職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利

用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価及び助言を行うことも

できることとする。ただし、情報通信機器等の活用については、当該利用者

等の同意を得なければならないこと。また、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

ｂ 指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し

評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利

用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別

の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、

入浴介助を行う。なお、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大

浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手す

りの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の

浴室環境の状況を再現していることとして差し支えないこととする。また、入

浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で

又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、

必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、

必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 

６) 中重度ケア体制加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護

を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき 45 単位を所定単位数に加

算する。ただし、注 5を算定している場合は、算定しない。 

（算定要件） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護

職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居
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宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号、第三

十一号及び第三十九号の三において同じ。)で二以上確保していること。 

ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用

者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の

占める割合が百分の三十以上であること。 

ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看

護職員を一名以上配置していること。 

（留意事項） 

① 中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定居宅サービス等基準第 93 条第１項に

規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方

法で 2 以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員数の算定方法

は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤

の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常勤換算方

法で 2 以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を

計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定す

る際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算

方法による員数については、小数点第 2位以下を切り捨てるものとする。 

② 要介護 3、要介護 4 又は要介護 5 である者の割合については、前年度(3 月を除

く。)又は届出日の属する月の前 3 月の 1 月当たりの実績の平均について、利用実

人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数に

は含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとす

る。 

イ 前年度の実績が 6 月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事

業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

ロ 前 3 月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降にお

いても、直近 3 月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しな

ければならない。また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所

定の割合を下回った場合については、直ちに第一の 5の届出を提出しなければな

らない。 

④ 看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて 1 名以上配置する必要があり、

他の職務との兼務は認められない。 

⑤ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定すること

ができる。また、注 13 の認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制

加算の算定とともに認知症加算も算定できる。 

⑥ 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であ

っても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプロ

グラムを作成することとする。 

７) 生活機能向上連携加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を

行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、

(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除

き 3月に 1回を限度として、1月につき、(2)については 1月につき、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注 11 を算定している場合、
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(1)は算定せず、(2)は 1 月につき 100 単位を所定単位数に加算する。 

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100 単位 

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200 単位 

（算定要件） 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

(1) 指定訪問リハビリテーション事業所(通所型サービス事業所(通所型サービス

(法第百十五条の四十五第一項第一号のロに規定する第一号通所事業のうち、地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法第八

条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)の事業

を行う事業所をいう。以下同じ。)にあっては、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所。以下この号において同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指

定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーショ

ン事業所をいう。以下同じ。)(通所型サービス事業所にあっては、指定介護予防

通所リハビリテーション事業所。以下この号において同じ。)又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条

の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百

床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存

在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医

師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定通

所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業

所又は通所型サービス事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況

等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とす

る機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機

能訓練を適切に提供していること。 

(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評

価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状

況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

(1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通

所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業

所又は通所型サービス事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同し

て利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とす

る機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機

能訓練を適切に提供していること。 

(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評

価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状

況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

（留意事項） 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所

リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした
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半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下この⑽において

同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑽において

「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該通所介護事業所の機能訓練指

導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導

員等」という。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個

別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指

導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報

酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療

所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の理学療法士等は、当該利用者の ADL（寝返り、起き上がり、移乗、

歩行、着衣、入浴、排せつ等）及び IADL（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状

況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

の場において把握し、又は、指定通所介護事業所の機能訓練指導員等と連携して

ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定通所介護事

業所の機能訓練指導員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレ

ビ電話を用いる場合においては、理学療法士等が ADL 及び IADL に関する利用者

の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導

員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容

を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当

該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用

者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的

かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通

所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に

代えることができるものとすること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とす

る機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて

計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、

利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要

な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、

当該利用者の ADL や IADL の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変

更など適切な対応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機

能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はそ

の家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対して個別機能訓練計

画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たって

は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情
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報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保

管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにする

こと。 

ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供

した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき個別機能

訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは可能であるが、利用

者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別機能訓練計

画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定

しない。 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所

リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練

指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成

を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生

活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬に

おける疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又

は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、

利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要

な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、

当該利用者の ADL や IADL の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変

更など適切な対応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定通所介護事業所を訪問し、機能訓

練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓

練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を

含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見

直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、

別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

８) 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・ロ（Ⅱ） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる

区分に従い、(1)及び(2)については 1日につき次に掲げる単位数を、(3)については 1

月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)

イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。 

(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56 単位 

(2) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76 単位 

(3) 個別機能訓練加算(Ⅱ)  20 単位 

（算定要件） 

イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及

びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した

事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号

において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。 

(2) 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該

計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 

(3) 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能

の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当

たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に

基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 

(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認

した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、

利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確

認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状

況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 

(5) 定員超過利用・人員配置基準欠如に該当していないこと。 

ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)の規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職

務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。 

(2) イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。 

(2) 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能

訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用していること。 

（留意事項） 

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は

あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機

能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下７において「理学療法士等」とい

う。）を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境を

ふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うことで、

利用者の生活機能（身体機能を含む。以下⑾において同じ。）の維持・向上を図り、住み

慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられ

たものである。 

本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成及び

個別機能訓練が実施されなければならない。 

① 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 

イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。

この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置して
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いる場合は、その曜日において理学療法士等から直接機能訓練の提供を受けた利

用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があら

かじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職務に

従事する場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所における看護職員と

しての人員基準の算定に含めない。 

ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに

加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置する

こと。この場合において、例えば１週間のうち特定の時間だけ、専ら機能訓練を

実施する理学療法士等を１名に加え、専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１

名以上配置している場合は、その時間において理学療法士等から直接訓練の提供

を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している時間はあら

かじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務

に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所における看護職員

としての人員基準の算定に含めない。 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練を行

うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、目標を

踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とする個別機能訓練計

画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪

問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ADL、IADL 等の状況）を確認

し、その結果や利用者又は家族の意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ

行うこと。その際、当該利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標

のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする

こと。また、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、日

常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標とすること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよう

複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の

生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、

その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練は、

類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応

含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の

設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回

あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能な限

り自立して暮らし続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、計

画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね週１回以上実施するこ
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とを目安とする。 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練を開

始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効果（例えば当

該利用者の ADL 及び IADL の改善状況）等についての評価を行うほか、３月ごとに

１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ADL、

IADL 等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用

者等」という。）に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等につい

て説明し、記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効

果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、

利用者等の意向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果（例えば当

該利用者の ADL 及び IADL の改善状況）等をふまえた個別機能訓練の目標の見直

しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならないこと。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ その他 

・ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並び

に通所介護費等の算定方法（平成 12 年厚生省告示第 27 号）第１号に規定する

基準のいずれかに該当する場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練

加算(Ⅰ)ロを算定することはできない。 

・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算

定することはできない。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定している場合は、

個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することはできない。 

・ 個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、

利用者の都合等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、個別機

能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはできない。 

・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの目標設定・個別機能

訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等については、別に定める通

知において示すこととする。 

・ 個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、

訓練実施時間、個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該

事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

② 個別機能訓練加算(Ⅱ)について 

厚生労働省への情報の提出については、LIFE を用いて行うこととする。LIFE への

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、LIFE への提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個

別機能訓練の実施（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当

該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、

サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向
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上に資するため、適宜活用されるものである。 

９) ADL 維持等加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対

象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から 12 月

以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1 月につき次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ ADL 維持等加算(Ⅰ) 30 単位 

ロ ADL 維持等加算(Ⅱ) 60 単位 

（算定要件） 

イ ADL 維持等加算(Ⅰ) 

   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用

期間」という。)が６月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が

10 人以上であること。 

(2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」

という。)と、当該月の翌月から起算して６月目(６月目にサービスの利用がない

場合については当該サービスの利用があった最終の月)において ADL を評価し、

その評価に基づく値(以下「ADL 値」という。)を測定し、測定した日が属する月

ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定した

ADL 値から評価対象利用開始月に測定した ADL 値を控除して得た値を用いて一定

の基準に基づき算出した値(以下「ADL 利得」という。)の平均値が一以上である

こと。 

ロ ADL 維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。 

(2) 評価対象者の ADL 利得の平均値が３以上であること。 

（留意事項） 

① ADL の評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うもの

とする。 

② 大臣基準告示第 16 号の２イ⑵における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩ

ＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科

学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報

を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づ

く個別機能訓練の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえ

た当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）によ

り、サービスの質の管理を行うこと。 

③ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑶及びロ⑵におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開

始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月

に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測

定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た

値とする。 

ADL 値が０以上 25 以下 １ 
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ADL 値が 30 以上 50 以下 １ 

ADL 値が 55 以上 75 以下 ２ 

ADL 値が 80 以上 100 以下 ３ 

④ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得

の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に一未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てるものとする。）及び下位 100 分の 10 に相当する利用

者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く

利用者（以下「評価対象利用者」という。）とする。 

⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事

に届け出ている場合は、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。 

⑥ 令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)を算定して

いる場合、ＡＤＬ利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から 12 

月に限り算定を継続することができる。 

10) 認知症加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介

護を行った場合は、認知症加算として、1 日につき 60 単位を所定単位数に加算する。

ただし、注 5 を算定している場合は、算定しない。 

（算定要件） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職

員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で二以上確

保していること。 

ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者

の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められるこ

とから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の十五以上であること。 

ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認

知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症

介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。 

ニ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係

る会議を定期的に開催していること。 

（留意事項） 

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、(11)①を参照のこと。 

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を

必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は M に該当する者

を指すものとし、これらの者の割合については、前年度(3 月を除く。)又は届出日

の属する月の前 3 月の 1 月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延

人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、(11)③を参照のこと。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及

び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成 18 年３月 31 日老計

発第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護指導者養成研修」、

認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施に

ついて」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認
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知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 

⑥ 「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施に

ついて」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認

知症介護実践者研修」を指すものとする。 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研

修、認知症看護に係る適切な研修の修了者は、指定通所介護を行う時間帯を通じて

１名以上配置する必要がある。 

⑧ 「認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してい

ること。 

⑨ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対

して算定することができる。また、注 11 の中重度者ケア体制加算の算定要件も満た

す場合は、認知症加算の算定とともに中重度者ケア体制加算も算定できる。 

⑨ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資す

るケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。 

11) 若年性認知症利用者受入加算   

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令第 2 条第 6 号

に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に

対して指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1 日につ

き 60 単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定

しない。 

（算定要件） 

受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期に

おける認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を

定めていること。 

（留意事項） 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利

用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

12) 栄養アセスメント加算   

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定

通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養

アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握すること

をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、

1 月につき 50 単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算

定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月は、算定しない。 

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を 1 名以上配

置していること。 

(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者(注 16 において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを

実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に

応じ対応すること。 

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当
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たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を

活用していること。 

(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であるこ

と。 

（算定要件） 

定員超過利用・人員配置基準欠如に該当していないこと。 

（留意事項） 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われる

ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の

対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定

要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄

養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しく

は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携によ

り、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順によ

り行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、

利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上

の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決す

べき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専

門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討する

ように依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて

いる間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加

算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養

改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメ

ント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、LIFE を用いて行うこととする。LIFE への

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、LIFE への提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援

の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内

容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サー

ビスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 

13) 栄養改善加算   

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低

栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状

態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、

利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サー
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ビス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り 1月に

2 回を限度として 1 回につき 200 単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サ

ービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、

栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続

き算定することができる。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置

していること。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ご

との摂食・ 嚥えん 下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成している

こと。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、

管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定

期的に記録していること。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であるこ

と。 

（算定要件） 

定員超過利用・人員配置基準欠如に該当していないこと。 

（留意事項） 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケ

アマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業

所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件とし

て規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名

以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄

養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養

士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であ

って、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ BMI が 18.5 未満である者 

ロ 1〜6 月間で 3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」(平成 18 年 6 月 9 日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知)に規定する

基本チェックリストの№(11)の項目が「1」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良(75%以下)である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいずれかの項目に

該当するかどうか、適宜確認されたい。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する

(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。) 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)の

いずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。) 

・ 認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のい
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ずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。) 

・ うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目にお

いて、2項目以上「1」に該当する者などを含む。) 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び

食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセ

スメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明

等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケ

ア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの

対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護

においては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、

その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供

すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修

正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、

課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、

当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把

握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービス

を提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、お

おむね 3 月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当

該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 

ヘ 指定居宅サービス基準第 105 条において準用する第 19 条に規定するサービス

の提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄

養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のため

に利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑤ おおむね 3 月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であ

って、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が

期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

14) 口腔・栄養スクリーニング加算  

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開

始時及び利用中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態の

スクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる

区分に応じ、1 回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を

算定している場合にあっては算定しない。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20 単位 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ５単位 

（算定要件） 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行
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い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低

下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該

利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

(2) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該

利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄

養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提

供していること。 

(3) 通所介護費等算定方法第一号、第二号、第六号、第十一号及び第二十号に規定

する基準のいずれにも該当しないこと。 

(4) 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

(一) 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の

算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サ

ービスが終了した日の属する月であること。 

(二) 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月で

あること。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一) イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用

者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若し

くは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機

能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日

の属する月ではないこと。 

(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一) イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。 

(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当

該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は

当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機

能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日

の属する月であること。 

（留意事項） 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング

（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄

養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環と

して行われることに留意すること。なお、介護職員等は、利用者全員の口腔の健康

状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一

体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第 19 号の２ロに規定する場

合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口

腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者につい

て、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供

すること。なお、口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、
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別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組

について」）を参照されたい。 

 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実

施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）

に規定する基本チェックリストの№11 の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者

会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリ

ーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニ

ングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の

算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養

スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定でき

ること。 

15) 口腔機能向上加算   

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、

口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の

口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は

摂食・ 嚥えん 下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状

態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サ

ービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分

に従い、3 月以内の期間に限り 1 月に 2 回を限度として 1 回につき次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開

始から 3 月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向

上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定

することができる。 

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150 単位 

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160 単位 

（算定要件） 

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 

(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機

能改善管理指導計画を作成していること。 

(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は
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看護職員が口腔機能向上サービス(指定居宅サービス介護給付費単位数表の通

所介護費の注 18 に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。)を行っ

ているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価してい

ること。 

(5) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(2) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に

提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の

管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。(1) 次

に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（留意事項） 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに

行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を 1 名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当す

る者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の 3項目のいずれかの項目にお

いて「1」以外に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の 3 項目のうち、

2項目以上が「1」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されるこ

とから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情

報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、介護保険の口腔機

能向上サービスとして「摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っ

ていない場合にあっては、加算は算定できない。 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされ

る。 

イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者

ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴

覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し

て取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作

成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象とな

る利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護において

は、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場

合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができる

ものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等

が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管

理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討

し、おおむね 3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該

利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提



 

28 

 

供すること。 

ホ 指定居宅サービス基準第 105 条において準用する第 19 条に規定するサービス

の提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚

士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当

該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に

記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね 3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、

継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、

口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的

に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる

状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦ 口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個

別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

⑧ 厚生労働省への情報の提出については、LIFE を用いて行うこととする。LIFE への

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、LIFE への提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に

基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当

該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（PDCA サイクル）により、サー

ビスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 

16) 科学的介護推進体制加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定

通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制

加算として、1 月につき 40 単位を所定単位数に加算する。 

イ 利用者ごとの ADL 値(ADL の評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養

状態、口腔機能、認知症(法第 5 条の 2 第 1 項に規定する認知症をいう。以下同

じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に

提出していること。 

ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イ

に規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報

を活用していること。 

（留意事項） 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに

注 21 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定でき

るものであること。 

② 情報の提出については、LIFE を用いて行うこととする。LIFE への提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画

（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向
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上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。

したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならな

い。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供す

るためのサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や

重度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ LIFE への提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事

業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、

サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、適宜活用されるものである。 

17) サービス提供体制強化加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   22 単位/回 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   18 単位/回 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)     6 単位/回 

※ サービス提供体制強化加算は、いずれかひとつしか算定することはできない。 

（算定基準） 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 次のいずれかに適合すること。 

(一) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

70/100 以上であること。 

(二) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福

祉士の占める割合が 25/100 以上であること。 

(2) 定員超過利用・人員配置基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 (1) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

50/100 以上であること。 

(2) イ(2)に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 次のいずれかに適合すること。 

(一) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

40/100 以上であること。 

(二) 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、

勤続年数７年以上の者の占める割合が 30/100 以上であること。 

(2) イ(2)に該当するものであること。 

（留意事項） 

① 訪問入浴介護と同様であるので３(12)④から⑧までを参照されたい。 
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④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3 月を除

く。)の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が 6月に満たない事業所

(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属す

る月の前 3 月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。

したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4 月目以降

届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者

については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了

している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近 3 月間

の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、

その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合につい

ては、直ちに第一の 5の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人

等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービス

を利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものと

する。 

⑧ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合におい

ては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職

員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

18) 介護職員等処遇改善加算   

１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして都道府県知事に届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に

対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 介護報酬総単位数の 92/1000 に相当する単位数 

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 介護報酬総単位数の 90/1000 に相当する単位数 

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 介護報酬総単位数の 80/1000 に相当する単位数 

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 介護報酬総単位数の 64/1000 に相当する単位数 

 

２ 令和７年３月 31 日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職

員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に届出を行った指

定通所介護事業所（１の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指

定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)  介護報酬総単位数の 81/1000 に相当する単位数 

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)  介護報酬総単位数の 76/1000 に相当する単位数 

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)  介護報酬総単位数の 79/1000 に相当する単位数 

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)  介護報酬総単位数の 74/1000 に相当する単位数 

(5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)  介護報酬総単位数の 65/1000 に相当する単位数 

(6)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)  介護報酬総単位数の 63/1000 に相当する単位数 

(7)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)  介護報酬総単位数の 56/1000 に相当する単位数 
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(8)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)  介護報酬総単位数の 69/1000 に相当する単位数 

(9)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)  介護報酬総単位数の 54/1000 に相当する単位数 

(10)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 介護報酬総単位数の 45/1000 に相当する単位数 

(11)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 介護報酬総単位数の 53/1000 に相当する単位数 

(12)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 介護報酬総単位数の 43/1000 に相当する単位数 

(13)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 介護報酬総単位数の 44/1000 に相当する単位数 

(14)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 介護報酬総単位数の 33/1000 に相当する単位数 

（留意事項） 

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

 

（８） 減算 

項目 内容 減算割合 

高齢者虐待

防止措置未

実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。 

（1）当該事業所における虐待の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を

定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。 

（2）当該事業所における虐待の防止のための指針を整

備すること。 

（3）当該事業所において、従業者等に対し、虐待の防

止のための研修を定期的に実施すること。 

（4）上記措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。 

-1/100 

業務継続計

画未策定減

算 

（1）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、

利用者に対する介護の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

（2）事業者は、従業者等に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施しなければならない。 

（3）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 

-1/100 

定員超過 

月平均の利用者の数が、県民局に提出した運営規程に

定めた利用定員を超えた場合 
［算定式］(※小数点以下切り上げ) 

当該月におけるサービス提供日ごとの同時に 

サービスの提供を受けた者の最大数の合計 

当該月のサービス提供日数 

※月平均で利用定員を超えなければ減算にはならないが、１

その翌月から

減算となる状

態が解消され

るに至った月

まで、利用者全

員の報酬額を
＞利用定員 
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日でも利用定員を超えれば基準違反です｡ 70/100で算定 

 

看護・介護職

員配置欠如 

○看護職員 

月平均の配置員数が人員基準上必要とされる員

数から１割を超えて減少した場合 

［算定式：単位ごと］ 

     サービス提供日に配置された延人数 

         サービス提供日数 

○介護職員 

月平均の配置員数が人員基準上必要とされる員

数から１割を超えて減少した場合 

［算定式：単位ごと］ 
当該月に配置された職員の勤務延時間数 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

○看護職員 

月平均の配置員数が人員基準上必要とされる員

数から１割の範囲内で減少した場合 

［算定式：単位ごと］ 

     サービス提供日に配置された延人数 

         サービス提供日数 

その翌々月か

ら人員基準欠

如(減算となる

状態)が解消さ

れるに至った

月まで、利用者

全員の報酬額

を 70/100 で 算

定 
※ただし、翌月の

末日において人

員基準を満たす

に至っている場

合を除く 

○介護職員 

月平均の配置員数が人員基準上必要とされる員

数から１割を超えて減少した場合 

［算定式：単位ごと］ 
当該月に配置された職員の勤務延時間数 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

２時間以上

３時間未満

の通所介護

を行う場合 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介

護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、

所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定す

る。 

70/100 

共生型通所

介護を行う

場合 

共生型居宅サービスの事業を行う指定生活介護事

業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規

定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行

う事業所において共生型通所介護(指定居宅サービス

基準第105条の2に規定する共生型通所介護をいう。以

下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数

の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅

90/100 

＜0.9 

＜0.9 

＜1.0 0.9≦ 

＜1.0 0.9≦ 
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サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業

者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定

する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指

定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス

等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓

練)事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において

共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分

の95に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービス

の事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法に

基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この

注において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項

に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として

重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)

第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下こ

の注において同じ。)を通わせる事業所において指定

児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指

定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)

が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を

行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単

位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定

放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66

条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者

をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所に

おいて指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準

第65条に規定する指定放課後等デイサービスをい

う。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事

業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単

位数の100分の90に相当する単位数を算定する 

同一建物減

算 

事業所と同一建物に居住する利用者または、同一建

物から通う利用者の通所介護を行う場合は減算する｡ 

同一建物とは、当該指定通所介護事業所と構造上又

は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的

には、当該建物の一階部分に指定通所介護事業所があ

る場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合

が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟

んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物

の管理、運営法人が当該指定通所介護事業所の指定通

所介護事業者と異なる場合であっても該当するもの

であること。 

－94単位/1日 

送迎減算 

利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所と 

の間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所

定単位数から減算する｡ 

－47単位/片道 
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 ただし、同一建物の対象となっている場合は、送迎

減算の対象となりません｡ 

 

（９） 利用者負担 

利用料(１割～３割負担)以外に利用者から受け取ることのできる費用の範囲は次の

とおりである｡ 

これらの費用については、あらかじめサービス提供内容とそれに係る費用について、

利用者又はその家族に説明し、同意を得なければならない｡ 

項 目 内      容 

通常の事業の実

施地域外の送迎

費用 

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利

用者に対して行う送迎に要する費用｡なお、通常の実施地域を越えた

地点からの交通費の実費を利用者負担とする 

通常要する時間

を超える場合 

指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用

者の選定によるものの提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通所介護に係る居宅介護(支援)サービス費用基準額を超える額 

食 費 
利用者が支払う食費の範囲は、食材料費及び調理に要する費用相当

を基本とし、利用者との契約により定めるもの 

おむつ代 
通所介護利用時に発生する使用済おむつ処理費用も徴収して差し支

えない 

その他 

通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活において

も通常必要になる費用であって、その利用者に負担させることが適

当と認められるもの 

 

＜介護報酬算定の例＞ 

①  単位数算定 

    単位数算定の際の端数処理は、小数点以下を「四捨五入」する｡ 

      (例)通常規模、７～８時間、要介護２、777単位の通所介護 

         職員の欠員があった場合70%に減算 

          777×0.7＝543.9 → 540単位 

②  金額換算 

    算定された単位数から金額に換算する際に生じる１円未満(小数点以下)の端数に

ついて、「切り捨て」する｡ 

      (例)上記①の例で地域区分は５級地の場合の通所介護 

          630単位×10.45円/単位＝6,583.5円 → 6,583円 

③  保険請求・利用者負担額 

    １割が利用者負担である場合、総額の９割(１円未満切り捨て)が保険請求額とな

り、総額と保険請求額の差が利用者負担額となる｡ 

(例)上記②の場合   

          6,583円×0.9＝5,924.7円 → 保険請求額   5,924円 

     6,583円－5,924円     → 利用者負担額   659円 
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３ 運営基準 

(１) 内容及び手続きの説明及び同意(居宅基準第８条) 

１ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、第100条に規定する運営規程の概要、通所介護従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において

「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定通

所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 指定通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された

前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に

供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては、指定通所介護事業者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録する方法) 

二 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては

認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

ように供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。） 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定通所介護事業者の使用に係る電子計

算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。 

５ 指定通所介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しよう

とするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければなら

ない。 

一 第二項各号に規定する方法のうち指定通所介護事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定通所介護事業者は、当該利用申込者又はその家族か

ら文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったとき

は、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方

法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定に

よる承諾をした場合は、この限りでない。 

居宅基準第8条は、指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供する

ため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定通

所介護事業所の運営規程の概要、通所介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処

理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月

日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選択する
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ために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等(当該指定通所介護

事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等に

ついて、一体的に作成することは差し支えないものとする。)の文書を交付して懇切丁寧に

説明を行い、当該事業所から指定通所介護の提供を受けることにつき同意を得なければな

らないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定通所介護事業

者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 

【運営規程より】 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規

程を定めるに当たっては、居宅基準第５条において置くべきとされている員数を満たす

範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない（居宅基準第８条に規定す

る重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）（以下、他のサー

ビス種類についても同趣旨。）。 

(２) 提供拒否の禁止(居宅基準第９条) 

指定通所介護事業者は、正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。 

居宅基準第9条は、指定通所介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなけれ

ばならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの

提供を拒否することを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の訪

問介護サービスの利用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止するも

のである(ただし、「指定通所介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成12年11月16

日老振第76号)の1を除く。)。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該

事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の

通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定通所介護を

提供することが困難な場合である。 

(３) サービス提供困難時の対応(居宅基準第63条) 

   指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が

通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対

し自ら適切な指定通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込

者に係る居宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者

をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定通所介護事業者等の紹介その他の必要な

措置を速やかに講じなければならない。 

指定通所介護事業者は、居宅基準第9条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切

な指定通所介護を提供することが困難であると認めた場合には、居宅基準第10条の規定に

より、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定通所介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

(４) 受給資格等の確認(居宅基準第11条) 

１ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する

被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確

かめるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審

査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定通所介護を提

供するように努めなければならない。 

① 居宅基準第11条第1項は、指定通所介護の利用に係る費用につき保険給付を受けること

ができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、

指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者

証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなけ

ればならないこととしたものである。 
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② 同条第2項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関

し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定

通所介護事業者は、これに配慮して指定通所介護を提供するように努めるべきことを規

定したものである。 

(５) 要介護認定の申請に係る援助(居宅基準第12条) 

１ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていな

い利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申

請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に

対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請

が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはな

されるよう、必要な援助を行わなければならない。 

① 居宅基準第12条第1項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申

請時に遡ることにより、指定通所介護の利用に係る費用が保険給付の対象となりうるこ

とを踏まえ、指定通所介護事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確

認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われ

ていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必

要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

② 同条第2項は、要介護認定を継続し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認

定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から30日以内に行われることとされ

ていることを踏まえ、指定通所介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを

含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護

認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了す

る30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものであ

る。 

(６) 心身の状況等の把握(居宅基準第13条) 

指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十

三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

(７) 居宅介護支援事業者等との連携(居宅基準第14条) 

１ 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」

という。)との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族

に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情

報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 
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(８) 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助(居宅基準第15条) 

指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施

行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号のい

ずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作

成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定通所

介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介

護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必

要な援助を行わなければならない。 

居宅基準第15条は、施行規則第64条第1号イ又はロに該当する利用者は、指定通所介護の

提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定通所介護事業

者は、施行規則第64条第1号イ又はロに該当しない利用申込者又はその家族に対し、指定通

所介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業

者に関する情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなけれ

ばならないこととしたものである。 

「施行規則第64条第一号イ又はロに該当する利用者」とは、①居宅介護支援事業所に居

宅サービス計画の作成を依頼することをあらかじめ市町村に届け出て、②その居宅サービ

ス計画にもとづく指定居宅サービスを受ける利用者のことをいう。このとき、居宅介護支

援事業者は、指定事業者（第一号イ）のほか、基準該当事業者（第一号ロ）も含む。 

(９) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(居宅基準第16条) 

指定通所介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定す

る計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定通所介護を提

供しなければならない。 

「施行規則第64条第一号ハ及びニに規定する計画」とは（看護）小規模多機能型居宅介

護事業所で作成した居宅サービス計画（ハ）及び被保険者（利用者）が自分で作成し、市

町村に届け出た計画（二）をいう。 

(10) 居宅サービス計画等の変更の援助(居宅基準第17条) 

指定通所介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用

者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

居宅基準第17条は、指定通所介護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該

指定通所介護が居宅サービス計画に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定通

所介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化

等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行

う等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、指定通所介護事業者からの

当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る居宅

介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービ

スとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある

旨の説明その他の必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

(11) サービス提供の記録(居宅基準第19条) 

１ 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、当該指定通所介護の提供日

及び内容、当該指定通所介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計

画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービス

の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他

適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 
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① 居宅基準第19条第1項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の

残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定通所介護事業者は、

指定通所介護を提供した際には、当該指定通所介護の提供日、内容(例えば、身体介

護、生活援助、通院等のための乗車又は降車の介助の別)、保険給付の額その他必要

な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければ

ならないこととしたものである。 

② 同条第2項は、当該指定通所介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用

者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連

携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法

により、その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなど

の方法である。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第104

条の３第2項の規定に基づき、５年間保存しなければならない。 

(12) 利用料等の受領(居宅基準第96条) 

１ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス

費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス

費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額

の支払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係る

ものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅

介護サービス費用基準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる費用 

４ 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものと

する。 

５ 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。 

① 居宅基準第96条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定通所介護に係る第20条第

１項、第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の一の３の⑾の①、②及び

④を参照されたい。 
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①  居宅基準第96条第1項は、指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定通所介護についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の

1割、2割又は3割(法第50条若しくは第60条又は第69条第5項の規定の適用により保険

給付の率が9割、8割又は7割でない場合については、それに応じた割合)の支払を受け

なければならないことを規定したものである。 

② 同条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービス

でない指定通所介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法

定代理受領サービスである指定通所介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他

方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。 

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定通所介護のサービスと明確に区分される

サービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定通所介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護

保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定通所介護事業所の運営規程とは別に

定められていること。 

ハ 会計が指定通所介護の事業の会計と区分されていること。 

② 居宅基準第96条第3項は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に関して、 

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して

行う送迎に要する費用 

ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係

るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る

居宅介護サービス費用基準額を超える費用 

ハ 食事の提供に要する費用 

ニ おむつ代 

ホ 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負

担させることが適当と認められるもの 

については、前2項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることと

し、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目によ

る費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、ハの費用につい

ては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年

厚生労働省告示第419号。以下「指針」という。)の定めるところによるものとし、ホ

の費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。 

※通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年３月30日 

老企第54号） 

④ 同条第５項は、指定通所介護事業者は、第３項の費用の支払を受けるに当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意

を得なければならないこととしたものである。 

(13) 保険給付の請求のための証明書の交付(居宅基準第21条) 

指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供した内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した

サービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

居宅基準第21条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定

通所介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定通所介護に係る利用料の支払を受け

た場合は、提供した指定通所介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上

で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければ
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ならないこととしたものである。 

(14) 指定通所介護の基本取扱方針(居宅基準97条) 

１ 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標

を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその

改善を図らなければならない。 

指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅基準第97条及び第98

条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 

① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計画に基づいて行われ

るものであるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではない

こと。 

② 居宅基準第98条第2号で定める「サービスの提供方法等」とは、通所介護計画の目標

及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 

③ 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急や

むを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととし

たものである。また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時

性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続き

を極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要で

ある。なお、居宅基準第 104 条の４第２項の規定に基づき、当該記録は、５年間保存

しなければならない。 

④ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定通所介

護を提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 

⑤ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる

条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるもの

であること。 

イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。 

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

(15)  指定通所介護の具体的取扱方針(居宅基準98条) 

指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づ

き、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を

行う。 

二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行う。 

三 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

五 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行う。 

六 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生

活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。

特に、認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要
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介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制

を整える。 

上記（14）指定通所介護の基本取扱方針を参照。 

(16) 通所介護計画の作成(居宅基準99条) 

１ 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画

を利用者に交付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実

施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

① 居宅基準第99条で定める通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成

に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのと

りまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる

場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作

成するものである。 

③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととした

ものである。なお、通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、

当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変

更するものとする。 

④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作

成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会

を保障するため、指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たって

は、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該通所介

護計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した通所介護計画は、居宅基準第104条の４第２項の規定に基づき、５年

間保存しなければならない。 

⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、

その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所介護事業者について

は、第３の一の３の⒁の⑥を準用する。この場合において、「訪問介護計画」とある

のは「通所介護計画」と読み替える。 

⑥ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)

第13条第12号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居

宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている

計画の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に

基づきサービスを提供している指定通所介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成

している指定居宅介護支援事業者から訪問通所介護計画の提供の求めがあった際に

は、当該通所介護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 
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(17) 利用者に関する市町村への通知(居宅基準第26条) 

  指定通所介護事業者は、利用者が下記のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を

付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

 一 正当な理由なしに指定通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護

状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

居宅基準第26条は、偽りその他の不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故

意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせ

るなどした者については、市町村が、法第22条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴

収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定通所介護事

業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならな

い事由を列記したものである。 

(18) 緊急時等の対応(居宅基準第27条) 

通所介護従業者は、現に指定通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

居宅基準第27条は、通所介護従業者が現に指定通所介護の提供を行っているときに利用

者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方

法に基づき速やかに主治の医師(以下「主治医」という。)への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならないこととしたものである。 

(19) 管理者の責務（居宅基準第52条) 

１ 指定通所介護事業所の管理者は、指定通所介護事業所の従業者の管理及び指指定通所

介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うも

のとする。 

２ 指定通所介護事業所の管理者は、当該指定通所介護事業所の従業者にこの節の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

居宅基準第52条は、指定通所介護事業所の管理者の責務を、指定通所介護事業所の従業

者の管理及び指定通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行うとともに、当該指定通所介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

 

(20) 運営規程(居宅基準第100条) 

指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定

めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定通所介護の利用定員 

五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 その他運営に関する重要事項 
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居宅基準第100条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定通

所介護の提供を確保するため、同条第１号から第11号までに掲げる事項を内容とする規程

を定めることを指定通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意す

るものとする。 

① 営業日及び営業時間(第3号) 

指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 

なお、8時間以上9時間未満の指定通所介護の前後に連続して延長サービスを行う指

定通所介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サービスを行う時

間を運営規程に明記すること(居宅基準第117条第3号についても同趣旨)。 

例えば、提供時間帯(9時間)の前に連続して1時間、後に連続して2時間、合計3時間

の延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、当該指定通所介護事業所の営

業時間は12時間であるが、運営規程には、提供時間帯9時間、延長サービスを行う時間

3時間とそれぞれ記載するものとすること(居宅基準第117条第3号の「営業日及び営業

時間」についても同趣旨)。 

② 指定通所介護の利用定員(第4号) 

利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいうものであること(居宅基準第117条第4号の「指

定通所リハビリテーションの利用定員」についても同趣旨)。 

③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額(第5号) 

「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指す

ものであること(居宅基準第117条第5号の「指定通所リハビリテーションの内容」につ

いても同趣旨)。 

④ サービス利用に当たっての留意事項(第7号) 

利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項(機能訓練室

を利用する際の注意事項等)を指すものであること(居宅基準第117条第7号についても

同趣旨)。 

⑤ 非常災害対策（第９号） 

⑺の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（居宅基準第117条第８号、

第137条第８号、第153条第６号及び第189条第８号についても同趣旨）。 

なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類につい

て事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体

的に作成することも差し支えない。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、

規程を定めるに当たっては、居宅基準第５条において置くべきとされている員数を満

たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない（居宅基準第８条に

規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）。 

③ 利用料その他の費用の額(第５号) 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定通所介護に係る利用料(1割

負担、2割負担又は3割負担)及び法定代理受領サービスでない指定通所介護の利用料

を、「その他の費用の額」としては、居宅基準第96条第3項により徴収が認められて

いる費用の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであ

ること。 

④ 通常の事業の実施地域(第６号) 
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通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、

通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域

を越えてサービスが行われることを妨げるものではないものであること。 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第10号） 

第３の一の３の(31)の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者へ

の研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」とい

う。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

 

(21) 勤務体制の確保等(居宅基準第101条) 

１ 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通

所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業

者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響

を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者

(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で

定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

居宅基準第101条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、職員の

勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者

については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関

係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。 

② 同条第2項は、当該指定通所介護事業所の通所介護従業者によって指定通所介護を提

供するべきことを規定したものであるが、指定通所介護事業所の通所介護従業者と

は、雇用契約、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という)に規。定する労働者派遣契

約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある通所介護従業者を指

すものであること。なお、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規

則(昭和61年厚生省令第49号)第1条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を

業として行う通所介護従業者については、労働者派遣法に基づく派遣労働者(同法に

規定する紹介予定派遣又は同法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合を除

く。)であってはならないことに留意すること。 

③ 同条第３項の規定は、指定訪問入浴介護に係る居宅基準第53条の２第３項と基本的

に同趣旨であるため、第３の二の３の⑹③を参照されたいこと。 

同条第３項前段は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の質の向上を図るため、

研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保するこ

ととしたものであること。 

また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・

福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要

な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全て
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の者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行

い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介

護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同

条第３項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、

介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉

士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉

士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

④ 同条第４項の規定は、指定訪問介護に係る居宅基準第30条第４項の規定と基本的に

同趣旨であるため、第３の一の３の(21)④を参照されたいこと。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和47年法律第113号）第11条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第30条の

２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパ

ワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇

用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものであ

る。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組につ

いては、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同

僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因

する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告

示第615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５

号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであ

るが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならな

い旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓

口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務につい

ては、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令

和元年法律第24号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の２第１項の規

定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主につい

ては資本金が5000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の企業）は、令和

４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤

務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハ

ラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい

取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者

への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対
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応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業

種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者又は

その家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事

業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場

におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引

き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きに

ついては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対す

る悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施して

いる場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事

業主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが

望ましい。 

(22) 業務継続計画の策定等(居宅基準第30条の２) 

１ 指定通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通

所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

※令和６年４月１日から義務化 

① 居宅基準第105条の規定により指定通所介護の事業について準用される居宅基準第30

条の２は、指定通所介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者

が継続して指定訪問入浴介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとと

もに、当該業務継続計画に従い、通所介護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シ

ミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続

計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第30条の２に基づき事業所に

実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差

し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むこと

が求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加でき

るようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容につい

ては、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介

護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。

また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については

実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定す

ることを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定

している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の

確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との
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情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止し

た場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有す

るとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うもの

とする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催す

るとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施

内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、

感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えな

い。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速

に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災

害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものと

する。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施す

るものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

(23) 定員の遵守(居宅基準第 102 条) 

指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。た

だし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 

(24) 非常災害対策(居宅基準第 103 条) 

１ 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならない。 

① 居宅基準第 103 条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画

の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万

全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の

整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従

業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の

際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものであ

る。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消

防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計

画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第

８条の規定により防火管理者を置くこととされている指定通所介護事業所にあっては

その者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされてい

る指定通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計

画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 
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② 同条第２項は、指定通所介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実

施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであ

り、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実

施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たって

は、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとす

ること。 

(25) 衛生管理等(居宅基準第 104 条) 

１ 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん

延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむ

ね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底

を図ること。 

二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

※令和６年４月１日から義務化 

① 居宅基準第104条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛生管理等について規定し

たものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

イ 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等につい

て、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこ

と。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等に

ついては、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出

されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置に

ついては、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項

に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等に

より行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含

む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有す

る者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバ

ーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくこと

が必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おお

むね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘

案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設
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置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平

常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる

感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把

握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係

機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内

の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要で

ある。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対

策の手引き」を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内

容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事

業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものと

する。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年

１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが

望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力

向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えな

く、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応につい

て、訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要であ

る。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対

応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策

をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

(26) 掲示(居宅基準第105条) 

１ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通

所介護授業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定通所介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲

示に代えることができる。 

３ 指定通所介護事業所は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。 

※令和７年４月１日から適用 

① 居宅基準第32条第１項は、指定通所介護事業者は、運営規程の概要、通所介護従業

者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価

の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結

果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指

定通所介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。また、同条
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第３項は、指定通所介護事業所は、原則として、重要事項を当該指定通所介護事業者

のウェブサイトに掲載することを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人の

ホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、指定訪問介

護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる

点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、

利用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 通所介護従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を

掲示する趣旨であり、通所介護従業者の氏名まで掲示することを求めるものではな

いこと。 

ハ 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 140 条の 44各号に掲げ

る基準に該当する指定通所介護事業所については、介護サービス情報制度における

報告義務の対象ではないことから、基準省令第 32 条第３項の規定によるウェブサ

イトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない

場合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や居

宅基準第 217 条第１項の規定に基づく措置に代えることができること。 

② 居宅基準第 32 条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用

申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定通所介護事業所内に

備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができることを規定したものであ

る。 

 

(27) 秘密保持等(居宅基準第33条) 

１ 指定通所介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要

な措置を講じなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる

場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ておかなければならない。 

① 居宅基準第33条第1項は、指定通所介護事業所の通所介護従業者その他の従業者に、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第2項は、指定通所介護事業者に対して、過去に当該指定通所介護事業所の通所介護従

業者その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定通所介護

事業者は、当該指定通所介護事業所の通所介護従業者その他の従業者が、従業者でなくなっ

た後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違

約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第3項は、通所介護従業者がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて

利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの

担当者と共有するためには、指定通所介護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はそ

の家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供

開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

(28) 広告(居宅基準第34条) 

  指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所について広告をする場合においては、その

内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 
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(29) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止(居宅基準第35条) 

  指定通所介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特

定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

居宅基準第35条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定通所介護事業者は、

居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービス

を利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないことと

したものである。 

(30) 苦情処理(居宅基準第36条) 

１ 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に関し、法第二十三条の規定により市

町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質

問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すると

ともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市

町村に報告しなければならない。 

５ 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民

健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項

に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第

三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項

の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

① 居宅基準第36条第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の

体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明

らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措

置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 

② 同条第2項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定通所介護事業者が組織とし

て迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定通所介護事業者が提供したサービスとは

関係のないものを除く。)の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものであ

る。 

また、指定通所介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報で

あるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行

うべきである。 

なお、居宅基準第104条の２第2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、５年間保

存しなければならない。 

③ 同条第3項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている

国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者で

ある市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村につい

ても国民健康保険団体連合会と同様に、指定通所介護事業者に対する苦情に関する調査

や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 
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(31) 地域との連携(居宅基準第104条の２) 

１ 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関す

る利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する

利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

① 居宅基準第104条の２第１項は、指定通所介護の事業が地域に開かれた事業として行わ

れるよう、指定通所介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力

を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、居宅基準第３条第２項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣す

る事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したもので

ある。なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広

く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含ま

れるものである。 

③ 同条第３項の規定は、指定訪問介護に係る居宅基準第36条の２第２項と基本的に同趣

旨であるため、第３の一の３の（29）②を参照されたい。 

② 同条第３項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定通所介護事業所が

当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定通所介護を提供する場合、当該高

齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行われないよ

う、第９条の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護

者にもサービス提供を行うよう努めなければならないことを定めたものである。なお、

こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて、都道府県が条例等を定める場合や、市町

村等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用

者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしな

ければならない等の規定を設けることは差し支えないものである。この際、自立支援や

重度化防止等につながるようなサービス提供がなされているか等、サービスの質が担保

されているかが重要であることに留意すること。 
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(32) 事故発生時の対応(居宅基準第104条３) 

１ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場

合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、第九十五条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供によ

り事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければ

ならない。 

居宅基準第104条の３は、利用者が安心して指定通所介護の提供を受けられるよう、事故

発生時の速やかな対応を規定したものである。指定通所介護事業者は、利用者に対する指

定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととする

とともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない

こととしたものである。 

また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

なお、居宅基準第104条の４第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録は、５年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法について

は、あらかじめ指定通所介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

② 指定通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠

償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

③ 指定通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐた

めの対策を講じること。 

なお、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場

合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととする。 

※ 市町への報告については、兵庫県ホームページに掲載している「介護保険事業者及び

市町等における事故発生における事故発生時の報告取扱い要領」を参照すること。 

【HPアドレス：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000009.html 

(33) 虐待の防止(居宅基準第37条の２) 

指定通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措

置を講じなければならない。 

一 当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、

その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

居宅基準第105条の規定により指定通所介護の事業について準用される居宅基準第37条の

２の規定については、訪問介護と同様であるので、第３の一の３の(31)を参照されたい。 
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居宅基準第37条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、

法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可

能性が極めて高く、指定通所介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければな

らない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者

虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律第124号。以下「高

齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊

厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講

じるものとする。 

・ 虐待の未然防止 

指定通所介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながら

サービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研

修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢

者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理

解していることも重要である。 

・ 虐待等の早期発見 

指定通所介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事

案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐

待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。

また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出

について、適切な対応をすること。 

・ 虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定通所

介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する

調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその

再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３

年間の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場

合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広

い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に

開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用するこ

とが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なもので

あることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であると

は限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・

運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他

のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。

その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）
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は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる

ための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に

関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定通所介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を

盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定通所介護事業所

における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定通所介護事業者が指針に基づ

いた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規

採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所

内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定訪問リハビリテーション事業所における虐待を防止するための体制として、①か

ら③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担

当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の

兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的

に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握して

いる者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任す

ること。 

（※）身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染

対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適

切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実

施するための担当者 

(34) 会計の区分(居宅基準38条) 

   指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所
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介護の事業の会計とその他の事業の会計の事業の会計を区分しなければならない。 

居宅基準第38条は、指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに経理を区分する

とともに、指定通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこ

ととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところ（介

護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号））

によるものであること。 

 

(35) 記録の整備(居宅基準第104条４) 

１ 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

一 通所介護計画 

二 次条において準用する第19条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

三 第114条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第26条の規定による市町村への通知に係る記録 

五 次条において準用する第36条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第37条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

居宅基準第 104 条の４第２項は、指定通所介護事業者が同項各号に規定する記録を整備

し、５年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の

施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を

指すものとする。 

※ 兵庫県条例により２年間の保存期間を５年間としている。 
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第３ 指定基準の条例委任 
平成24年10月10日に公布された「法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施

設の基準等に関する条例」により、県の独自基準を定めている｡ 

県独自基準 【参考】省令基準の概要 施行日 

書類保存年限を省令基準の２

年から５年とする 

サービス提供の完結の日から２年間保存しな

ければならない 
H24.10.10 

研修計画の策定や研修結果の

記録の整備など計画的な人材

の育成に努めるよう規定 

職員に対し、研修の機会を確保しなければなら

ない(研修計画の策定や結果の記録の整備等、具体

的な規定はない) 

H25.４.１ 

運営内容の自己評価と改善を

義務付けるとともに、その結

果の公表に努めるよう規定 

①自己評価と改善は、省令基準により大半の社会

福祉施設等で義務付けられているため、すべて

の施設等で義務付ける 

②結果の公表は、省令基準により児童福祉施設

のみ努力義務(一部の児童福祉施設は義務規

定)が規定されているため、すべての施設等

で規定する 

H25.４.１ 

①指定事業者等の申請者要件

として暴力団員等でないこと 

②管理者は暴力団員等でない

こと 

③運営が暴力団等の支配を受

けないこと を規定 

省令に暴力団(員)を排除する規定はないが、暴力

団排除条例により、県はすべての事務又は事業に

おいて暴力団を利することとならないよう、必要

な措置を講ずるものとされている 

H25.４.１ 

事故発生の防止及び発生時の

対応の義務付け(省令基準で

義務付けられている施設等は

省令基準どおりとする) 

①事故発生の防止措置は、省令基準により、老

人福祉法及び介護保険法関係施設の一部で

義務付けられているため、すべての施設等

で義務付ける 

②事故発生時の対応は、省令基準により、大半

の社会福祉施設等で義務付けられているため、

すべての施設等で義務付ける 

H25.４.１ 

人格尊重、秘密の保持、虐待防

止に関する規定の義務づけ

(省令基準で義務づけられて

いる施設等は省令基準どおり

とする) 

①人格尊重は、省令基準により、大半の社会福

祉施設等で義務付けもしくは努力義務が課せ

られているため、すべての施設等で義務付ける 

H24.10.10 

②秘密の保持は、省令基準により、大半の社会

福祉施設等で義務付けられているため、すべて

の施設等で義務付ける 

③虐待防止は、虐待防止法が制定されている高齢

者・障害者・児童関係施設のうち、児童福祉法

関係施設のみ、職員による虐待行為の禁止規定

が設けられているため、高齢者・障害者施設の

職員にも同様に禁止規定を設ける 

H25.４.１ 
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県独自基準(賭博や風俗営業を連想させる介護保険サービスに対する規制) 施行日 

機能訓練又はリハビリテーションその他必要なサービスとして、利用者の射

幸心をそそるおそれ又は依存性が強くなるおそれのある遊技を、利用時にお

いて相当と認められる程度を超えて、又は日常生活を逸脱して、利用者に提供

してはならない 

H27.10.13 

利用者の射幸心をそそるおそれ又は遊技に対する依存性が強くなるおそれの

ある疑似通貨(通貨に類する交換手段としての機能を有するものをいう｡)を、

利用者に提供し、又は使用させてはならない 

居宅サービス計画に記載された回数、時間その他の当該計画の内容(当該計 

画が作成されていない場合は、必要と認められる内容)を超えた不要なサービ

スを提供してはならない 

当該事業を行う事業所の外観若しくは内装、設備若しくは備品若しくはこれ

らの配置又は当該事業所の運営を、賭博又は風俗営業(風営法第2条第1項に規

定する風俗営業をいう｡以下同じ｡)を連想させるものとしてはならない 

事業を行う事業所の名称及び当該事業所についての広告の内容は、賭博又は 

風俗営業を連想させるものとしてはならない 
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第４ 宿泊サービス 
設備及び備品等（基準第95条） 

３ 設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深

夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を

当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知

事（指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に届け出

るものとする。 

１ 指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深

夜に指定通所介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という｡)を提供する場合には、

当該サービスの内容を当該サービスの提供開始前に当該指定通所介護事業者に係る指

定を行った都道府県知事、指定都市又は中核市の市長(以下「指定権者」という｡)に届け

出ること｡ 

２ 宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告し、都道府県は情

報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表する｡ 

３ 届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更の事由が生じてから10日以内

に指定権者に届け出ること｡また、宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その休止又

は廃止の日の１月前までに指定権者に届け出ること｡ 

４ 宿泊サービスの提供により事故が発生した場合には、指定通所介護の提供により事故

が発生した場合と同様の対応を行うこと｡ 

○ 基準第 104 条の２ 

○ 基準について第 3-6-3-(8) 

○ 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供す

る場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号) 
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第５ Ｑ＆Ａ 
○ 手続き等 

問 １ 事業を始めるにあたって、他法令などで必要な手続があるか。 

該当する場合は、以下の手続きが必要となる｡ 

医療法 
 通所リハビリテーションを行う部屋に関する

病院・診療所の使用許可または開設届の変更 
 健康福祉事務所（保健所） 

 消防法  消防計画の作成・提出 消防署 

 建築基準法  事業に用いる部屋に関する用途変更等  県民局建築指導課 

 安全衛生法  事業所内で調理した食事の提供  健康福祉事務所(保健所) 

 公衆浴場法  事業所内の浴室での入浴サービスの提供  健康福祉事務所(保健所) 

 労働基準法  就業規則の作成・提出  労働基準監督署 

 

問 ２ 指定の取消し等について、どのように定められているか。 

１ 指定居宅サービスの事業を行う者が満たすべき基準を満たさない場合には、指定

居宅サービスの指定は受けられず、また、運営開始後、基準等に違反することが明

らかになった場合には、県民局長は、 

① 相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行う 

② 相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当

該勧告に対する対応を公表する 

③ 正当な理由なく当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定

めて当該勧告に係る措置を採るよう命令し、事業者名、命令に至った経緯を公示

する 

④ ③の命令に従わなかった場合には、指定を取り消すこと、または取り消しを行

う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止することがで

きる｡ 

【指定取消し及び指定の効力の停止に該当する事例】 

① 事業者(法人の役員等)が、禁錮以上の刑を受けた場合、介護保険の事業所指定取

消しの日から５年を経過しないなど、第七十条第二項第四号から第五号の二まで、

第十号(第五号の三に該当する者を除く｡)、第十号の二(第五号の三に該当する者を

除く｡)、第十一号(第五号の三に該当する者を除く｡)又は第十二号(第五号の三に該

当する者を除く｡)のいずれかに該当するに至ったとき 

② 事業者が、従業者の知識、技能、人員について、「基準」を満たすことができなく

なったとき 

③ 事業者が、「基準」に従って、適正な事業の運営をすることができなくなったとき 

④ 介護報酬の請求に関し、不正があったとき 

⑤ 事業者が、県民局長から勧告、帳簿書類の提出、指示を命ぜられて、これに従わ

ず、又は虚偽の報告をしたとき 

⑥ 事業者又は事業所の従業者が、出頭の求めに応じず、質問に対して答弁せず若し

くは虚偽の答弁をし、検査を拒み、妨げ、忌避したとき(事業者が、従業者の行為を

防止するため、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く) 

⑦ 事業者が、不正の手段により事業者指定を受けたとき 

⑧ 事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定

めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき｡ 

⑨ 事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき｡ 
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⑩ 法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止

をしようとするとき、前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行

為をした者があるとき｡ 

⑪ 事業者の役員又は、事業所の管理者が暴力団員等であるとき 

⑫ 事業者又は事業所の運営が暴力団の支配を受けているとき 

また、市町は、事業者が「基準」に従って適正な事業運営をすることができなくなっ

たとき、又は介護報酬の請求に関し不正があったときは、県民局長に通知すること

ができる｡ 

２ 次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直

ちに取り消すことができる｡ 

① 次に掲げるとき、その他事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

 

ア 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払いを適正に受

けなかったとき 

イ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者に

よるサービスを利用させることの対象として、金品その他の財産上の利益を供

与したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 特に、居宅サービス事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に

自由に事業への参入を認めていること等に鑑み、基準違反に対しては、厳正に対応

する｡ 

○ 法第76条の2、第77条、第78条、第115条の8ほか 

○ 基準について第1-2、4 

○ 条例第17条第3項、第4項 

 

○ 人員配置基準関係 

問 ３  生活相談員の職員配置について注意することはどのようなものがあるか。 

１ 生活相談員については、指定通所介護の単位の数にかかわらず、指定通所介護事

業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が必要になる｡ 

２ この場合の提供時間数は、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了

時刻まで(サービスが提供されていない時間帯を除く｡) 

(事例１：ピークタイムに厚く配置) 
１単位の指定通所介護を実施している事業所の提供時間数を６時間とした場合、

６時間の勤務時間数を１名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわら

ず６時間の勤務延時間数分の配置が必要となる｡ 

(事例２：単位数にかかわらない配置) 

午前９時から正午、午後１時から午後６時の２単位の指定通所介護を実施してい

る事業所の場合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前９時から午後６時

となり、提供時間数は８時間(正午から午後１時を除く｡)となることから、従業員

の員数にかかわらず８時間の勤務延時間数分の配置が必要となる｡ 

  なお、指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、

他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、指定通所介護事業所を利用

しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開でき

るように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地

域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認し
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た上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、

ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社

会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のために

必要な時間も含めることができる｡ 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行

う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるものである｡ 

○ 基準第93条 

○ 基準について第3-6-1-(1) 

 

問 ４  介護職員の職員配置について注意することはなにか。 

１ 介護職員については、指定通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必

要となるものであり、確保すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数

及び利用者数から算出される｡ 

※ この場合の提供時間数とは、当該単位における平均提供時間数(利用者ごとの

提供時間数の合計を利用者数で除して得た数)とする｡ 

① 利用者数 15 人まで 

確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

② 利用者数 16 人以上 

確保すべき勤務延時間数＝((利用者数－15)÷５＋１)×平均提供時間数 

※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 

(事例) 利用者数 18 人、提供時間数を５時間とした場合、(18－15)÷５＋１＝

1.6 となり、５時間の勤務時間数を 1.6 名分確保すればよいことから、従

業員の員数にかかわらず、５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配置

が必要となる｡ 

(利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時間数の具体例) 

 

 
平均提供時間数 

3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

利

用

者 

５

人 
3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

10

人 
3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

15

人 
3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

16

人 
3.6 時間 4.8 時間 6.0 時間 7.2 時間 8.4 時間 9.6 時間 10.8 時間 

17

人 
4.2 時間 5.6 時間 7.0 時間 8.4 時間 9.8 時間 11.2 時間 12.6 時間 

18

人 
4.8 時間 6.4 時間 8.0 時間 9.6 時間 11.2 時間 12.8 時間 14.4 時間 

19

人 
5.4 時間 7.2 時間 9.0 時間 10.8 時間 12.6 時間 14.4 時間 16.2 時間 

20

人 
6.0 時間 8.0 時間 10.0 時間 12.0 時間 14.0 時間 16.0 時間 18.0 時間 

２ なお、介護職員等については、指定通所介護の単位ごとに常時１名以上確保する

こととされているが、これは、介護職員等が常に確保されるよう必要な配置を行う
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よう定めたものである｡ 

３ また、介護職員等は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定通所介護の単位

の介護職員として従事することができるとされたことから、例えば複数の単位の

指定通所介護を同じ時間帯に実施している場合、単位ごとに介護職員等が常に１

名以上確保されている限りにおいては、単位を超えて柔軟な配置が可能である｡ 

○ 基準第93条 

○ 基準について第3-6-1-(1) 

 

問 ５ 同時に２単位を行う事業所の利用定員の考え方はどうなるか。 

１日に同時間帯において、２単位の通所介護を行う事業所の利用定員は、それぞれの

単位ごとの利用定員を合計した数になる｡ 

(例)同時間帯(10:00～15:00)に２単位の通所介護を行う事業所の利用定員は、それ

ぞれの単位ごとの利用定員が 10 人ずつの場合は、事業所として同時にサービス提

供できる２単位の各利用定員を合計した 20 名となる｡ 

 

問 ６ 管理者は他の事業との兼務は可能か。 

管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものと

する｡ただし、管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。なお、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断さ

れる場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・

介護職員と兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除

く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定通所介護事

業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっ

ている場合などは管理業務に支障があると考えられる｡ 

○ 基準第94条 

○ 基準について第3-1-1-(3) 

 

問 ７ 管理者の資格要件・責務はどのようなものがあるか。 

 

項  目 内          容 

資格要件 

指定基準としての資格要件はないが、管理者として社会福祉事業、介護保

険事業、通所介護事業などについて、十分の知識と理解が必要である｡ 

また、管理者は暴力団員等でないこと 

責  務 

次のことを一元的に行う｡ 

① 事業所の従業者の管理 

② 利用の申し込みに係る調整 

③ 業務の実施状況の把握 

④ その他の管理 

⑤ 従業者に各規定を遵守させるための必要な指揮命令 

○ 基準第52条準用 

○ 基準について第3-2-3-(4)準用 

○ 条例第17条第3項 
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問 ８ 看護職員及び介護職員の資格要件はどのようなものがあるか。 

 

職  種 資    格    要    件 

看護職員 看護師、准看護師のいずれかの資格が必要 

介護職員 
指定基準としての資格要件はないが、利用者に直接処遇する職員として、

訪問介護員(ホームヘルパー)等の資格・経験があることが望ましい｡ 

○ 基準第93条 

 

問 ９ 生活相談員の資格要件はどうなるか。 

原則として、社会福祉主事の任用資格を有する者又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者である必要がある｡ 
(参考) 社会福祉法第19条 

「社会福祉主事は、事務吏員または技術吏員とし、年齢20年以上の者であって、人格が

高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、且つ、下の各号の一に該当するも

のうちから任用しなければならない｡」 

１ 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校

又は旧専門学校令に基づく専門学校※において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に

関する科目を修めて卒業した者 

 次の科目の内、「３科目」以上履修していることが必要 

社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経

営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、

身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事

業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、

教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄

養学及び家政学 

※ 旧制専門学校とは、日本において学校教育法が施行される前の、専門学校令に基づい

て専門教育を行っていた高等教育機関で、現在の専門学校は、旧制専門学校と系統をま

ったく別にする｡ 

２ 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 

  ＝ 中央福祉学院が実施する施設長研修修了者 

３ 社会福祉士 

４ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 

５ 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省

令で定めるもの ＝ 精神保健福祉士 

○ 基準第93条 

○ 基準について第3-6-1-(2) 

○ 社会福祉主事の資格に関する科目指定(平成12年3月31日厚生労働省

告示第153号) 

 

問 10 生活相談員の要件の「同等以上の能力を有すると認められる者」とはどのような者

か。 

生活相談員は、原則として、①社会福祉法第 19 条各号のいずれかに該当する者、②

これと同等以上の能力を有すると認められる者と規定されている｡ 

本県での「これと同等以上の能力を有すると認められる者」の取り扱いについては、

平成 21 年 12 月４日付け高齢社会課長通知により、次のとおり定めている｡ 

① 介護福祉士 

② 介護支援専門員 
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③ 在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に２年以

上従事したことのある者 

 

問 11 生活相談員の資格要件の内、いわゆる「３科目主事」については、年齢 20 年以上の

者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があることが前提

だが、社会福祉士や精神保健福祉士も同様の取扱いなのか。 

生活相談員は非常に重要な職責を担っており、社会福祉士や精神保健福祉士であっ

ても、年齢 20 年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に

熱意があることが必要である｡ 

 

問 12 看護職員はサービス提供時間を通じて確保しなければならないのか。 

指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を１名

以上確保する｡ 

同一敷地内にある同一法人の他の事業所、施設等と連携・支援体制が確保できる場合

は、通所介護の看護業務に支障を及ぼさない範囲で、サービス提供時間帯の一部の時間

帯について専従しないことができる(当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介

護事業所と密接かつ適切な連携を図る｡)｡ 

※ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による看護職員の配置については、

Ｐ５のとおり｡ 

○ 基準第93条 

○ 基準について第3-6-1-(1) 

 

問 13 機能訓練指導員の資格要件・業務内容はどのようなものがあるか。 

 

項  目 内          容 

資格要件 

①理学療法士、②作業療法士、③言語聴覚士、④看護職員(看護師、准看護師)、

⑤柔道整復師、⑥あん摩マッサージ指圧師、⑦はり師、⑧きゅう師（はり師及

びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し

た事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）のいずれ

かの資格を有しており、通所介護利用者に対して適切な機能訓練を行うことが

できる者 

業務内容 
日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能

訓練を行う｡ 

○ 基準について第3-6-1-(3) 

 

問 14 機能訓練指導を行わない日についても機能訓練指導員を１名以上配置しなくてはな

らないのか。 

通所介護事業は、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、心身の機能の維持を図

ることが本来の目的であり、機能訓練を行わない日についても、できる限り配置するこ

とが望ましいものである｡ 

ただし、提供時間帯を通じて専従する必要はなく、機能訓練指導を行う時間帯におい

て、配置することで足りる｡ 
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問 15 利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活

相談員または介護職員の兼務が認められているが、これらの機能訓練のみを行う場合

は、機能訓練指導員を配置しなくてもよいか。 

利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う補助的な機能訓練につい

ては、必ずしも理学療法士等の資格を有する機能訓練指導員の配置は必要なく、生活相

談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない｡ 

○ 基準について第3-6-1-(3) 

 

問 16 人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時

間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 

通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する｡ 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.2)問11 

 

問 17 生活相談員及び介護職員の具体的な人員配置の方法はどのようなものなのか。 

下のとおりとなる｡ 

(１) 利用者20人、サービス提供時間が８時間の場合 

■ １単位 ①利用者20人 サービス提供時間８Ｈ 

 
○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ８Ｈ ８Ｈ 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ８Ｈ ((20－15)÷５＋１)×８(※)＝16Ｈ 

※ 平均提供時間数(利用者全員が８Ｈなので平均提供時間数も８Ｈ) 

→ 介護職員を常に１名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置

が可能となる(16Ｈのうち８Ｈは常時介護職員が確保されるよう配置し、残

り８Ｈの柔軟配置が可能)｡ 

(２) サービス提供時間が午前・午後と離れて存在する場合 

■ ２単位  ①利用者20人 サービス提供時間３Ｈ 

       ②利用者20人 サービス提供時間３Ｈ 

 
 

○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ３Ｈ 
６Ｈ(３Ｈ＋３Ｈ) 

② 20人 ３Ｈ 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20人 ３Ｈ ((20－15)÷５＋１)×３Ｈ(※)＝６Ｈ 

② 20人 ３Ｈ ((20－15)÷５＋１)×３Ｈ(※)＝６Ｈ 

※ 平均提供時間数(単位ごと、利用者全員が３Ｈなので平均提供時間数も３Ｈ) 

→ 単位ごとに、介護職員を常に１名以上確保した上で、ピークタイムに手

9:00 
①単位 

17:00 

9:00 12:00 14:00 17:00 ②単位 ①単位 
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厚い人員配置が可能となる(それぞれの単位において、６Ｈのうち３Ｈは常

時介護職員が確保されるよう配置し、残り３Ｈの柔軟配置が可能)｡ 

 

(３) サービス提供時間が６時間と８時間の場合 

■ パターン１：単位を分けて別々のサービスを提供する場合 

①利用者  ３人  サービス提供時間６Ｈ 

②利用者 12人 サービス提供時間８Ｈ 

 

 
○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① ３人 ６Ｈ ９Ｈ(事業所における開始時刻から終了時

刻まで(9:00～18:00) ② 12人 ８Ｈ 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① ３人 ６Ｈ ６Ｈ※ 

② 12人 ８Ｈ ８Ｈ※ 

※ 利用者数が15人以下の場合は、確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

→ 単位ごとに、介護職員を常に１名以上確保する必要があるので、①単位

に６時間分、②単位に８時間分の配置が必要となる｡ 

■ パターン２：同一単位で同時一体的にサービスを提供する場合 

①利用者15人、サービス提供時間６Ｈ(３名利用)と８Ｈ(12名利用) 

 
○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 15人 ９Ｈ ９Ｈ(9:00～18:00) 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 
３人 ６Ｈ 

９Ｈ(9:00～18:00) 
12人 ８Ｈ 

→ 平均提供時間数は(３×６＋12×８)÷15=7.6Ｈとなり、計算上の確保す

べき勤務延時間数も7.6Ｈとなるが、指定通所介護の単位ごとに常に１名以

上確保する必要があることから、確保すべき勤務延時間数は９Ｈとなる｡ 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)問65 

 

問 18 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間について

は確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。 

通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間について

は、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない｡(地域密着型通所介護及び認知症

対応型通所介護についても同様の取扱いとなる｡) 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.2)問12 

9:00 15:00 ①単位 

10:00 
②単位 

18:00 

9:00 10:00 15:00 18:00 
①単位 
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問 19 各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第 76 号｡

以下「育児・介護休業法」という｡)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤

の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間としているときは、当該対象者については 30

時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。 

そのような取扱いで差し支えない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問１ 

 

問 20 育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法によ

る人員要件についてはどのように計算すれば良いか。 

常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は 32 時間を基本

とする｡)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換

算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮

措置の対象者の有無は問題にはならない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問２ 

 

問 21 各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第 23 条第１項に規定する所定

労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。 

労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定

が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理

監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい｡ 

なお、労働基準法第 41 条第 2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、

労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、

名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている｡このため、職場で「管

理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合に

は、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない｡ 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第 23 条第 1項の措置とは別

に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうし

た者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問３ 

 

問 22 生活相談員の勤務延時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、

利用者に必要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用のための時間」が

認められたが、具体的にはどのようなものが想定されるのか｡また、事業所外での勤務

に関しては、活動実績などの記録を保管しておく必要があるか。 

例えば、以下のような活動が想定される｡ 

・ 事業所の利用者である要介護者等も含んだ地域における買い物支援、移動支援、

見守りなどの体制を構築するため、地域住民等が参加する会議等に参加する場合 

・ 利用者が生活支援サービスを受けられるよう地域のボランティア団体との調整

に出かけていく場合 

生活相談員の事業所外での活動に関しては、利用者の地域生活を支えるための取組

である必要があるため、事業所において、その活動や取組を記録しておく必要がある｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問49 
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問 23 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごと

に利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要

か｡また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲ま

でを想定しているのか。 

健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概

に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように

病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある｡ 

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実

情に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応でき

るよう契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けること

ができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる｡ 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.６）問59 

 

問 24 通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等

の業務の実施が困難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して行

うことは可能か。 

通所介護、地域密着型通所介護の看護職員（看護師・准看護師）の配置基準について

は、平成 27 年度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行

い、他の医療機関等の看護職員とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図

っている場合には看護職員が確保されている取り扱いとしたところである。しかしな

がら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確保をするべ

きであるものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイタルチェックな

どの健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は歯科医師

が代替して行うことは可能であると解することとして差し支えない。小規模多機能型

居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の看護職員の配置基準についても同様

とする。また、この場合、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を

要件とする加算のうち、通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上

加算並びに小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、看護職員又は介

護職員等の業務を医師又は歯科医師が代替して行うことが可能であると解することと

して差し支えないが、各々の加算要件を変更するものではないことから、勤務形態等そ

の他要件はすべて満たす必要があるので留意されたい。 

※ 平成 30 年８月６日以降、本取扱いを適用するものとする。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） 

 

問 25 （地域密着型）通所介護と第一号通所事業 指定（居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号） 第 93 条第１項第３号に規

定する第一号通所事業 をいう。以下同じ。）を一体的に行う事業所にあっては、それ

ぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それ とも両事業の利用者を合算して利用定

員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合（いわゆる定員超過減算）

については、どのように取り扱うべきか。 

（地域密着型）通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている事業所にあって

は、（地域密着型）通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者との合算により利用定

員を定めるものである。従って、例えば利用定員が 20 人の事業所にあっては、通所介

護の利用者と第一号通所事業の利用者の合計が 20 人を超えた場合に、通所介護事業と

第一号通所事業それぞれについて定員超過減算が適用される。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）問47 



 

71 

 

問 26 人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱いとす

るべきか。 

介護保険法上、介護事業所・施設等が介護保険サービスを提供するためには、自治体

が条例で定めた基準を満たすものとして、都道府県等からの指定を受ける必要がある。

自治体が条例を制定・運用するに当たっては、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき

基準に分けて定められる国の基準（省令）を踏まえる必要がある。 

このうち人員配置基準等については、①従うべき基準に分類されている。したがって、 

自治体は、厚生労働省令で定められている人員配置基準等に従う範囲内で、地域の実情

に応じた条例の制定や運用が可能である一方、こうしたいわゆるローカルルールにつ

いては、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要

がある。 

そのため、いわゆるローカルルールの運用に当たり、自治体は、事業者から説明を求

められた場合には、当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにする必

要がある。 

また、いわゆるローカルルールの中でも特に、管理者の兼務について、個別の事業所

の実態を踏まえず一律に認めないとする取扱いは適切でない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問183 

 

問 27 管理者に求められる具体的な役割は何か。 

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成 11 

年９月 17 日付け老企第 25 号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険

法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象

を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基

準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。 

具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。 

≪参考≫  

・「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄） 

（令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり

方とサービス提供マネジメントに関する調査研究」（一般社団法人シルバーサービス振

興会） 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問184 
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○ 運営基準関係 

問 28 領収書の交付について留意することどのようなものがあるか。 

事業者は、通所介護、その他のサービスの提供に係る支払を受ける際は、利用者に領

収証を交付しなければならない｡領収証には、通所介護費に係るもの(通常１割の利用

料)とその他の費用を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の

費用ごとに区分して記載しなければならない｡また、医療費控除の対象となる場合もあ

るため、医療費控除が受けられる領収証を作成する必要がある｡なお、口座振り込みや

口座引き落としを行っている場合であっても、領収証を発行する必要がある｡ 

○ 法第41条第8項 

○ 規則第65条 

 

問 29 利用料とは別に、日常生活においても通常必要になるものに係る費用であって、その

利用者に負担させることが適当と認められるもの(その他の日常生活費)については徴

収できるが、その基準とは。 

 

項  目 内          容 

「その他の

日常生活費」 

利用者又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者が通所介護の提供の一環として提供

する日常生活上の便宜に係る経費 

「その他の

日常生活費」

の受領に係

る基準 

 

① 保険給付の対象サービスとの間に重複関係がないこと 

② 保険給付の対象サービスと明確に区分されない曖昧な名目(お世話料、管理協力費、共

益費、施設利用補償金等)による徴収は認められない｡内訳を明確にすること 

③ 利用者又はその家族等の自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、事業者

は受領について、事前に十分な説明を行い、同意を得ること 

④ 日常生活上の便宜を行うための、実費相当額の範囲内であること 

⑤ 金額などは指定通所介護事業所の運営規程で定め、重要事項として、事業所の見やすい

場所に提示すること 

ただし、その額については、その都度変動する性質のものは「実費」という定めが許さ

れる｡ 

「その他の

日常生活費」

の具体的な

範囲 

①  利用者の希望で、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係

る費用 

※１ 一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品で、利用者等の

希望を確認した上で提供するもの(歯ブラシ、化粧品等の個人用の日用品等) 

２ すべての利用者に一律に提供し、その費用を画一的に徴収することはでき 

ない｡ 

②  利用者の希望で、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る

費用 

※１ サービス提供の一環として実施するクラブ活動や行事の材料費等が該当 

２ 一律に提供する教養娯楽(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備 

の使用料等)に係る費用は徴収できない｡ 

サービスの

提供とは関

係ない費用

として、徴収

が可能なも

① 日常生活に最低限必要なものではなく、個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」にあた

るもの 

② 施設内の売店等で、利用者が購入する場合 

③ 個人のために事業者が利用者の代わりに購入しその代金を利用者に請求する立て替え

払いの場合 

○ 日常生活費の取扱い 

○ 日常生活費の取扱いQ&A 
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問 30 機能訓練や趣味活動に要する費用のなかで利用料とは別に徴収できる範囲はあるか。 

 

項  目 内          容 

保険給付の対象に含

まれることから別途

徴収することはでき

ないもの 

事業者がサービス提供の一環として実施するクラブ活動や行

事のうち、一般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓

練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する

定例行事)における材料費等 
教養娯楽に要する費

用として「その他の日

常生活費」に該当する

もの 

事業者が、サービス提供の一環として実施するクラブ活動や

行事のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの(例えば、習字、お花、絵画、

刺繍等のクラブ活動の材料費)に係る費用 

サービス提供とは関

係のない費用として、

徴収が可能なもの 

 事業者が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想

定されるサービス提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣

味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り実

施する旅行等)に係る費用 

○ 日常生活費の取扱い 

○ 日常生活費の取扱いQ&A 

 

○ 介護報酬関係 

問 31 事業所の提供時間を超えた延長利用の希望者への対応について知りたい。 

報酬の算定基礎となる所要時間は、現に要した時間ではなく、「通所介護計画に位置

付けられた内容の通所介護を行うための標準的な時間」となることから、単に、当日の

サービス進行状況や家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業

所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないため、通所介

護費の算定はできない｡ 

このような、家族の出迎え等まで間の「預かり」、「見守り」のサービスについては、

事業者の独自の事業として、利用者から別途利用料を徴収することは差し支えない｡ 

なお、県民局に事前に加算の届出を行うことによって、所要時間８時間以上９時間未

満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、５時間を限度

として算定される延長加算を算定できる｡ 

○ 額の算定基準の留意事項 第2-7-(1)、(3)(介護給付のみ) 

 

問 32 同一の利用者が利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることは可能か。 

適切なアセスメントを経て居宅サービス計画及び通所介護計画がそのような時間設

定であれば、利用日によってサービス提供時間が異なることはあり得る｡ 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)問56 

 

問 33 サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時に行わなければならな

いのか。 

サービスの提供にあたっては、利用者ごとに定めた通所サービス計画における通所

サービスの内容、利用当日のサービスの提供状況、家族の出迎え等の都合で、サービス

提供の開始・終了のタイミングが利用者ごとに前後することはあり得るものであり、ま

た、そもそも単位内で提供時間の異なる利用者も存在し得るところである｡ 

報酬の対象となるのは実際に事業所にいた時間ではなく、通所サービス計画に定め

られた標準的な時間であるとしているところであり、サービス提供開始時刻や終了時
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刻を同時にしなければならないというものではない｡ 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)問57 

 

問 34 10 時～14 時半の計画(４～５時間の単位数)で利用していた利用者が、当日の進行状

況によりサービス時間が計画を超え、５時間以上となった場合には、５～６時間の単

位数を算定してよいか。 

問いのような扱いはできない｡ 

あくまで、５時間未満で完結する通所介護計画に基づき、通所介護サービスを受けた

利用者に対しては、計画上の４～５時間の単位数を算定する｡ 

○ 額の算定基準留意事項第2－7－(1)準用 

 

問 35 各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限

の所要時間はあるのか。 

所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられ

た通所サービスを行うための標準的な時間によることとされており、例えば通所介護

計画に位置づけられた通所介護の内容が８時間以上９時間未満であり、当該通所介護

計画書どおりのサービスが提供されたのであれば、８時間以上９時間未満の通所介護

費を請求することになる。 

ただし、通所サービスの提供の開始に際しては、予めサービス提供の内容や利用料等

の重要事項について、懇切丁寧に説明を行った上で同意を得ることとなっていること

から、利用料に応じた、利用者に説明可能なサービス内容となっている必要があること

に留意すること。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問24 

 

問 36 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上

の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定

して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 

・ 通所サービスの所要時間については､現に要した時間ではなく、通所サービス計

画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされ

ている。 

・ こうした趣旨を踏まえ、例えば８時間以上９時間未満のサービスの通所介護計画

を作成していた場合において、当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したために

やむを得ず７時間30分でサービス提供を中止した場合に当初の通所介護計画による所

定単位数を算定してもよいとした。（ただし、利用者負担の軽減の観点から､通所介護計

画を変更した上で７時間以上８時間未満の所定単位数を算定してもよい。） 

・ こうした取扱いは､サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され､当

該プログラムに従って､単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われる

ことを想定しており､限定的に適用されるものである。当初の通所介護計画に位置付け

られた時間よりも大きく短縮した場合は､当初の通所介護計画を変更し､再作成される

べきであり､変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。 

（例） 通所介護計画上７時間以上８時間未満の通所介護を行う予定であった利用者につ

いて 

① 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望するこ

とにより６時間程度のサービスを行った場合には､利用者の当日の希望を踏ま

えて当初の通所サービス計画を変更し､再作成されるべきであり､６時間程度の

所要時間に応じた所定単位数を算定する。 
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② 利用者の当日の希望により３時間程度の入浴のみのサービスを行った場合に

は､利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成さ

れるべきであり、３時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

③ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず２時間程度

でサービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべ

きであり、２時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

（※所要時間２時間以上３時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを

得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定す

るものであるが、当日の利用者の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等

により、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大

きく短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、同区16分での算定を行うこ

ととしても差し支えない。） 

④ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず１時間程度

でサービス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所

介護費を算定できない。 

○ 額の算定基準留意事項 第2－7－(1) 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問26 

 

問 37 利用時間を２時間以上３時間未満とする場合の要件について知りたい。 

該当する利用者については、 

    ① 心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者 

② 病後等で、短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある者 

など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者であ

ること｡ 

ただし、通所介護の本来の目的から、単に入浴サービスのみの利用は適当ではなく、

利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練が実施され

るべきである｡ 

なお、通所介護費は３時間以上５時間未満の単位数の 100 分の 70 とする｡ 

○ 額の算定基準別表6注3準用 

○ 厚生労働大臣が定める者等(平成24年3月13日厚生省告示第95号) 

○ 額の算定基準留意事項第2－7－(2)準用 

 

問 38 通所介護と第一号通所事業の提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループ

を分けて行う必要があるのか。 

通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニー

ズ等を勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提

供が念頭に置かれているものであり、したがって、総合事業の通所系サービスと介護給

付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する

必要がある｡  

具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上

のサービス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサー

ビス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で

一定の区分を設ける必要があると考えており、具体的には、以下のとおりの取扱いとす

る｡  

① 日常生活上の支援(世話)等の共通サービス(入浴サービスを含む)については、

サービス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする｡  
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② 選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービ

ス)については、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービス

の提供は、時間やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられるこ

とから、原則として、物理的に区分してサービスを提供することとする｡ 

ただし、例えば、口腔機能向上のための口・舌の体操など、内容的に同様のサー

ビスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一体的に行

うこととしても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必

要はないものとする｡  

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問14 

 

問 39 当日、通所介護の利用者宅に迎えに行ったが、キャンセルとなった場合の請求はどう

なるのか。 

通所介護費の算定はできない｡ 

 ただし、このような場合のキャンセル料の内容を重要事項説明書及び契約書に定め、

利用者又は家族に説明し同意を得ることで、利用者からキャンセル料を徴収すること

は可能である｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問15準用 

 

問 40 送迎に要する時間はサービス所要時間に含めてよいか。 

含めない｡ 

所要時間は、通所介護計画に位置付けられたサービス内容を行うために標準的に必

要となる時間に基づくので、送迎に要する時間は含めることができない(サービスに実

際に要した時間ではない)｡ 

○ 額の算定基準留意事項第2－7-(1)準用 

 

問 41 送迎に関する費用として、別途ガソリン代等を徴収することは可能か。 

送迎に関する費用については、基本報酬に包括されるため、通常の事業の実施地域の

範囲内で送迎を実施する場合は、別途費用を徴収することはできない｡ 

なお、通所介護事業所が行う要介護者等の送迎輸送については、自家用輸送であるこ

とを明確化するとともに、輸送の安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、

道路運送法の許可を受けた旅客自動車輸送事業者への送迎輸送の外部委託等をするこ

とが望ましい｡ 

○ 基準第96条 

○ 介護輸送に係る法的取扱いについて(平成18年9月厚生労働省老健局振興課等) 

 

問 42 送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算

はないのか。 

送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては、

引き続き希望される利用者に対して適切に送迎・入浴サービスを提供する必要がある

と考えている｡ 

ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算

することは考えていない｡(※平成 27 年度報酬改定により送迎減算の新設あり) 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問16 

 

問 43 短期入所生活介護等のサービスを受けている間は、通所介護費は算定できないか。 

次のサービスを受けている間は、通所介護費は算定できない｡ 
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なお、③、④、⑥の場合、それぞれの介護計画に位置付けられ、これらのサービス事

業者(特定施設入居者生活介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者)の負担

において、利用することは可能である｡ 

① 短期入所生活介護 

② 短期入所療養介護 

③ 特定施設入居者生活介護 

④ 認知症対応型共同生活介護 

⑤ 小規模多機能型居宅介護 

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護 

○ 額の算定基準別表6注11 

 

問 44 通所介護サービスと訪問サービスを重複して同一時間帯に利用することは可能か。 

同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定

単位数は算定できない｡ 

例えば、利用者が通所サービスを受けている間に本人不在の居宅に訪問して掃除等

を行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合、本人の安否確認・健康チ

ェック等も併せて行うべきものであることから、訪問介護の給付対象となるサービス

とは認められない｡ 

○ 額の算定基準留意事項通則(第2－1－(2)) 

 

問 45 短期入所サービスの入所日又は退所日に通所介護費は算定できるか。 

短期入所の日数については、原則として入所した日及び退所した日の両方を含み、そ

れぞれに算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリは

行えるため、入所(退所)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サー

ビス計画は適切ではない｡ 

なお、本県では、短期入所生活介護事業所等と通所介護事業所が、同一法人で併設・

隣接している場合は利用者が通所介護サービスを終了し帰宅後、急に家族が入院する

等のやむを得ない理由で短期入所生活介護サービスを利用するものを除き、通所介護

費を算定することはできないものとしている｡ 

○ 額の算定基準留意事項通則(平成12年3月8日、老企第40号第2－1－(2)) 

 

問 46 医療保険適用病床入院から外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービス

の利用は可能か。 

医療保険適用病床からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介護保険によ

る算定はできない｡ 

○ 平成12年4月介護報酬等に係るQ&A(Vol.1)問Ⅰ(1)①4 

 

問 47 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できな

いのか｡休憩時間はどのように取扱うのか。 

労働基準法第 34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間について

は、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない｡ 

ただし、その場合においても、居宅基準第 93 条第 3項を満たす必要があることから、

介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないようにすること｡ 

また、介護職員が常時１名しか配置されていない事業所については、当該職員が休憩
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を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを行う職員(居宅基準第93条

第 1項第 1 号の生活相談員又は同項第 2号の看護職員)が配置されていれば、居宅基準

第 93 条第 3項の規定を満たすものとして取り扱って差し支えない｡ 

 このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内におい

て必要な労働力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、

交代で休憩を取得したとしても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えら

れる通所介護(療養通所介護は除く)に限って認められるものである｡ 

なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時

間の取得等について労働関係法規を遵守すること｡ 

地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする｡ 

○ 平成24年4月介護報酬等に係るQ&A(Vol.1)問63 

 

問 48 事業所外の活動について、通所介護サービスの対象とできるか。 

指定通所介護は、事業所内でサービス提供することが原則であるが、次に掲げる条件

を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができる｡ 

ただし、当該事業所の利用者を対象に、事業所外の温泉施設等に日帰りの小旅行を行

った場合等については、介護保険内のサービスとすることは適切ではないため、保険外

サービスとされたい｡ 

① あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること 

② 効果的な機能訓練のサービス提供ができること 

例１ 午前中は事業所内で機能訓練等を行い、午後から花見等戸外での活動を行う場

合等 

  ↓ 

リハビリを兼ねて近隣の公園等を散歩する等のレクリエーションを行う場合は算

定可能である｡ 

 ※ 戸外での活動が通所介護計画に機能訓練の一環として位置付けられ、かつ、訓

練が適切に行われているものであれば、通所介護のサービスの対象として差し

支えないと考える｡ 

例２ 当該事業所の利用者を対象に、事業所外の温泉施設等に日帰りの小旅行を行う

場合 

  ↓ 

このような特別な行事等の場合は、介護保険外のサービスとされたい｡(通所介護

費の算定はできない) 

○ 基準について第3-6-3-(2) 

 

問 49 デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随

して理美容サービスを提供することは可能か。 

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセ

ンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを

受けることは問題ない｡ 

その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プ

ログラム等に影響しないよう配慮が必要である｡ 

なお、通所サービスの提供時間帯には、理美容サービスに要した時間は含まれない｡ 

○ 理美容サービスの利用についてQ&A(平成14年5月14日) 
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問 50 デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス

開始前又は終了後に限られるか。 

通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに

応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明

確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない｡ 

この場合、通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービ

ス計画について、本人に対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは

別に費用請求が行われていることが必要である｡ 

○ 理美容サービスの利用についてQ&A(平成14年5月14日) 

 

問 51 通所介護と第一号通所事業について、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の

定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか｡その場合、定員超過の

減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 

通所サービスと第一号通所事業を一体的に行う事業所の定員については、介護給付

の対象となる利用者(要介護者)と第一号通所事業の対象となる利用者(要支援者)との

合算で、利用定員を定めることとしている｡ 

例えば、定員 20 人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて 20 という意味であ

り、利用日によって、要介護者が 10 人、要支援者が 10 人であっても、要介護者が 15

人、要支援者が５人であっても、差し支えないが、合計が 20 人を超えた場合には、介

護給付及び第一号通所事業の両方が減算の対象となる｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問39 

 

問 52 定員超過減算は、月平均の利用者の数が、県民局に提出した運営規定に定めた利用定

員を超えた場合、翌月の利用者全員の報酬額を 100 分の 70 で算定するため、利用者の

希望等で定員超過日が数日あっても月平均では減算にならない｡このような場合、減算

対象にならないことから、通所介護事業として問題ないか。 

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」には、①基本方

針、②人員基準、③設備基準、④運営基準が定められている｡ 

「人員基準」は、従業者の員数、知識、技能に関する基準であり、「設備及び運営基

準」は事業所に必要な設備の基準や保険給付の対象となる介護サービス事業を実施す

る上で求められる運営上の基準で、事業目的を達成するために必要な最低限度の基準

を定めたものである｡ 

 したがって、当該事例の場合は、たまたま減算の対象にならないだけであり、定員

超過は明らかに基準違反であって早急に是正すべき事項であり、指定の取消しの対象

となる｡ 

○ 平成12年3月8日老企第40号(第2－1－(3)) 

 

問 53 通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある

場合はこの限りではない」との規定があるが、この趣旨はどのようなものか。 

従前、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度定員超過しても減算の対象

にしない旨の通知を発出され、弾力的な運用が認められてきたところであるが、これを

入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじめ、規定する趣旨であ

る｡ 

したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都度、各

自治体において、適切に判断されたい｡ 
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また、平成 21 年度の報酬改定により、事業所規模の計算に際しても、災害時の取扱

いが別途定められたところである｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問41 

 

問 54 利用者の急な発熱等、緊急をやむを得ない時は、通所サービスの利用を中止し、併設

医療機関(他の医療機関を含む)へ受診させなければならないが、この場合の所定単位

数の算定はどうなるのか。 

併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所

要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない｡ 

○ 介護報酬等に係るQ&A(平成15年5月30日厚生労働省老健局老人保健課)問3 

 

問 55 通所介護提供時間帯に併設の医療機関で受診することは可能か。 

通所サービスの提供時間帯における併設医療機関での受診は、緊急やむを得ない場

合を除いて認められない｡ 

また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービ

スの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身状況等により行われる

べきものである｡ 

○ 介護報酬等に係るQ&A(平成15年5月30日厚生労働省老健局老人保健課)問11 

 

問 56 通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介

護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か｡また、その

場合の利用者の数の考え方とは。 

それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、そ

の場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、

特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある｡ 

また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかか

るものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが

必要である｡ 

なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、(一体的に実

施している要支援者は含むこととしているが)特定高齢者については含まない｡ 

○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問50 

 

問 57 同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位ごと

か、全ての単位を合算するのか。 

実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う｡ 

ただし、３時間以上５時間未満の単位を利用した者(２時間以上３時間未満の単位を

利用した者を含む)については１/２を乗じた数、５時間以上７時間未満の単位を利用

した者については３/４を乗じた数を合算する｡ 

また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数については、上記方法によるか、同時に

サービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに合算するか、事業者の判断により

どちらでも選択できる｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問52 

 

問 58 事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェッ

クしないのか。 

事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しない
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ため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問53 

 

問 59 事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中

の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。 

いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数

の計算に当たって含めない取扱いとする｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問46 

 

問 60 事業所規模による区分について、前年度の１月あたりの平均利用延人員数により算

定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法は。 

以下の手順・方法に従って算出すること｡ 

① 各月(暦月)ごとに利用延人員数を算出する｡ 

② 毎日事業を実施した月においては、当該月の利用延人員数にのみ７分の６を乗

じる(小数点第三位を四捨五入)｡ 

③ ②で算出した各月(暦月)ごとの利用延人員数を合算する｡ 

④ ③で合算した利用延人員数を、通所サービス費を算定している月数で割る｡ 

※ ②を除き、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わないこと｡ 

［具体例］ 6月から10月まで毎日営業した事業所の利用延人員数の合計 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 計 

延べ人数 305.00 310.50 340.75 345.50 339.25 345.50 350.75 309.50 300.75 310.50 301.00 － 

×6/7 － － 292.07 296.14 290.79 296.14 300.64 － － － － － 

最終人数 305.00 310.50 292.07 296.14 290.79 296.14 300.64 309.50 300.75 310.50 301.00 3313.03 

→ 利用延べ人数(4月～2月)…3313.03人 

平均利用延人員数＝3313.03人÷11ヶ月＝301.184…人 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.2)問10 

 

問 61 公費負担医療の対象となるのはどのような場合であるか。 

利用者の持つ資格証明書を確認することで、以下の公費負担医療については、利用者

負担額(通常１割～３割)の一部又は全部を利用者からは徴収せず、国保連合会へ

請求する｡ 

① 障害者総合支援法の更生医療(医療機関が行う場合のみ) 

② 原爆被爆者援護法の一般疾病医療費 

③ 石綿による健康被害の救済に関する法律の指定疾病にかかる医療 

④ 生活保護法の介護扶助(生活保護指定介護機関となっている場合のみ) 

 

問 62 介護給付費の割引について知りたい。 

１ 介護保険法では、厚生労働大臣が定める基準により算定した額が現にサービスに

要した費用を超える場合は、現にサービスに要した費用の9割（所得によっては8割

又は7割）を支払うこととされている｡ 

こうしたことから、事業所毎、介護サービスの種類毎に「厚生労働大臣が定める基準」

における単位に対する百分率による割引率(○○％)を設定し、県民局へ事前に届出

を行うことによって、基準額より低い費用の額で、介護サービスを提供することが

できる｡ 

「利用者負担額のみ割引」と称して事業者が独自に利用者負担を事実上免除する

ことは法第41条に抵触し、認められない｡ 

(例) 介護報酬が100単位(１単位10.27円)で、５％の割引を行う場合 
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 事業者の保険請求額 

100単位× 0.95   ＝  95単位 

95単位×10.27円 ＝ 975円(切り捨て) 

975円  × 0.9  ＝ 877円(切り捨て) 

 利用者の１割負担額 975円－877円＝ 98円 

２ 「同じような時間帯に利用希望が集中するため効率よく訪問できない」などの指

摘を踏まえ、例えば訪問入浴介護事業所が昼間の閑散期に割引を実施するなど、ひ

とつのサービス種類に複数の割引率を弾力的に設定することができることとする｡

具体的な設定方法は以下のとおりとする｡ 

① サービス提供の時間帯による複数の割引率の設定(午後２時から午後４時まで

など) 

② 曜日による複数の割引率の設定(日曜日など) 

③ 暦日による複数の割引率の設定(１月１日など) 

３ 割引の実施に当たっては、以下に掲げる要件を満たす必要がある｡ 

① 当該割引が合理的であること 

② 特定の者に対し不当な差別的取扱いをしたり利用者のニーズに応じた選択を

不当に歪めたりするものでないこと 

③ 居宅介護支援事業所における給付管理を過度に複雑にしないこと 

○ 指定居宅サービス従業者等による介護給付費の割引の取扱いについて 

(平成12年3月1日老企第39号)準用 

 

問 63 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ))

を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利

用者数の考え方如何｡また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。 

１ 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービス

Ａ))を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する

際の利用者数には、第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービ

スＡ))の利用者数は含めず、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数にも含め

ない｡ 

２ 指定通所介護と第一号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)

を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の

利用者数に第一号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)の利用

者数を含めて計算し、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数に含めることに

なる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問51 

 

問 64 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、介護職員処遇改善加算によ

り得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。 

介護職員処遇改善加算により得た加算額を、最低賃金額と比較する賃金に含むか否

かについては、当該加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておら

ず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、最低

賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を

満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。  

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 65 １人の利用者に対して、７時間の通所介護に引き続いて ５時間の通所介護を行った

場合は､それぞれの通所介護費を算定できるのか。 
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それぞれのプログラムが当該利用者の心身の状況や希望等に応じて作成され､当該プ

ログラムに従って､単位ごとに効果的に実施されている場合は､それぞれの単位につい

て算定できる。なおこの場合にあっても１日につき算定することとされている加算項

目は、当該利用者についても当該日に１回限り算定できる。 

単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合は、通算時間は 12 時間

として、９時間までの間のサービス提供に係る費用は所要時間８時間以上９時間未満

の場合として算定し９時間以降 12 時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加

算を算定（または延長サービスに係る利用料として徴収）する。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問25 

 

問 66 所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により～」

としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。 

降雪に限らず局地的大雨や雷、竜巻、ひょうなども含まれる。 例えば、急な気象状

況 の悪化等により道路環境が著しく悪い状態等も含むこととして差し支えないため、

都道 府県・市町村におかれては地域の実態に鑑み、対応されたい。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問64 

 

○ 送迎減算 

問 67 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所（例え

ば、親族の家等）へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。 

利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、利用者の

居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用

者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送

迎については、送迎減算を適用しない。 

通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては

送迎減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護

小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととし

て差し支えない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問65 

 

問 68 A 事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅と A事業所との間

の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行

う際に、A 事業所と B 事業所の利用者を同乗させることは可能か。 

送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者（問中の事例であれば、 

A 事業所の従業者）が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用

されるものであることから、適用される。ただし、B事業所の従業者が A事業所と雇用

契約を締結している場合は、A事業所の従業者（かつ B事業所の従業者）が送迎を実施

しているものと解されるため、この限りではない。 

上記のような、雇用契約を結んだ上での A 事業所と B 事業所の利用者の同乗につい

て は、事業所間において同乗にかかる条件（費用負担、責任の所在等）をそれぞれの

合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障

害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうこ

とのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。 

通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては

送迎減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護

小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととし
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て差し支えない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問66 

 

問 69 Ａ事業所の利用者について、Ａ事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当

該利用者の居宅とＡ事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。

また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用 者を同乗

させることは可能か。 

指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所

の 従業者によって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただ

し、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、

各通所介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うこ

とも可能である。なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事

業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用さ

れない。 

別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間にお

いて同乗にかかる条件（費用負担、責任の所在等）をそれぞれの合議のうえ決定してい

る場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福祉事業所の利用者

の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲並びに各

事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。 

通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては

送迎減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護

小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととし

て差し支えない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問67 

 

問 70 令和６年度介護報酬改定において、 ・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療

養管理指導・通所リハビリテーショ ンに係る見直しは令和６年６月施行 ・ その他の

サービスに係る見直しは令和６年４月施行 ・ 処遇改善加算の一本化等（加算率引き

上げ含む）はサービス一律で令和６年６月 施行 とされたが、利用者・家族等に対し

て、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。 

本来、改定に伴う重要事項（料金等）の変更については、変更前に説明していただく

ことが望ましいが、４月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により３月中

の説明が難しい場合、４月１日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明

を行い、同意を得ることとしても差し支えない。６月施行の見直し事項については、５

月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要があ

る。 

なお、その際、事前に６月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者

においては、４月施行の見直し事項と６月施行の見直し事項の説明を１回で纏めて行

うといった柔軟な取扱いを行って差し支えない。また、５月末日までの間に新たにサー

ビスの利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、６

月施行の見直し事項について併せて説明しても差し支えない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問181 

 

問 71 ４月施行サービス（右記以外）と６月施行サービス（訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション）の両方を提供している介護事

業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があるのか。 
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事業者の判断で、４月以降分を提出する際に６月以降分も併せて提出することとし

て も差し支えない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問181 

 

○ 延長加算 

問 72 延長加算の対象になる場合について知りたい。 

延長加算は、所要時間が８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して日常生

活上の世話を行う場合の取扱いは、５時間を限度として算定される｡ 

(例) ５時間分の延長サービスとして250単位が算定される場合 

① ９時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

② ９時間の通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合計５時間

の延長サービスを行った場合 

また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以上の

部分について算定される｡ 

(例) ８時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

通所介護と延長サービスの通算時間は13時間であり、４時間分(＝13時間－９

時間)の延長サービスとして200単位を算定する｡ 

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体

制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、

当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いている必要があり、当該事業

所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該事業所の設備を利用し

て宿泊する場合や、宿泊した翌日において当該事業所の通所介護の提供を受け

る場合には算定することはできない｡ 

○ 額の算定基準別表6注4 

○ 額の算定基準留意事項第2－7-(3) 

 

問 73 延長加算に係る延長時間帯における人員配置について知りたい。 

延長サービスにおける日常生活上の世話とは､通常のサービスに含まれるものではな

く､いわゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行

うものである｡ 

よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しない｡複数の単位の利

用者を同一の職員が対応することもできる｡ 

○ 介護報酬等に係るQ&A(平成15年5月30日厚生労働省老健局老人保健課)問6 

 

問 74 延長加算に係る届出について知りたい。 

延長加算については､「実際に利用者に対して延長サービスが行うことが可能な場合」

に届出できると規定されている｡よって、延長サービスに係る従業者の配置状況が分か

る書類などを添付する必要はない｡ 

○ 介護報酬等に係るQ&A(平成15年5月30日厚生労働省老健局老人保健課)問8 

 

 

問 75 サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間は、どの

ような人員配置が必要となるのか。 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続

き日常生活上の世話を行った場合等に算定するものであることから、例えば通所介護

等のサービス提供時間を８時間 30 分とした場合、延長加算は８時間以上９時間未満に
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引き続き、９時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生活上の世

話をする時間帯（９時間に到達するまでの 30 分及び９時間以降）については、サービ

ス提供時間ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員を配置していれば

差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。 

○ 令和３年度報酬改定関係Q&A(Vol.３)問28 

 

問 76 延長加算の所要時間はどのように算定するのか。 

延長加算は､実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において､

実際に延長サービスを行ったときに､当該利用者について算定できる｡ 

通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護

の場合であれば９時間以上となるときに１時間ごとに加算するものであり、１時間単

位での延長が基本である｡ 

ただし、本県では、地元自治会との協定により営業時間が制限されている等やむを得

ない事情があると判断できる場合に限り、40 分以上の延長であれば認めている｡ 

この場合、１時間単位での延長ができない理由書を県民局に提出する｡ 

単位 基本延長時間 やむを得ない場合 

50単位 １時間 40分以上 

100単位 ２時間 １時間40分以上 

150単位 ３時間 ２時間40分以上 

200単位 ４時間 ３時間40分以上 

250単位 ５時間 ４時間40分以上 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)問61 

 

問 77 延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。 

通常要する時間を超えた場合の延長サービスに係る利用料については、サービス提

供時間が９時間未満である場合において行われる延長サービスやサービス提供時間が

14時間以上において行われる延長サービスについて徴収できるものである。また、サー

ビス提供時間が14時間未満である場合において行われる延長サービスについて、延長

加算にかえて徴収することができる。（同一時間帯について延長加算に加えて利用料を

上乗せして徴収することはできない。）なお、当該延長加算を算定しない場合において

は、延長サービスに係る届出を行う必要はない。 

（参考）延長加算及び延長サービスに係る利用料徴収の例 

① サービス提供時間が８時間であって、６時間延長サービスを実施する場合 

→ ８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上

９時間未満の場合として算定し、９時間以降14時間までの間のサービス提供

に係る費用は、延長加算を算定する。 

② サービス提供時間が８時間であって、７時間延長サービスを実施する場合 

→ ８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上

９時間未満の場合として算定し、９時間以降14時間までの間のサービス提供

に係る費用は、延長加算を算定し、14時間以降15時間までの間のサービス提

供に係る費用は、延長サービスに係る利用料として徴収する。 

○ 令和３年度報酬改定関係Q&A(Vol.３)問29 

 

問 78 通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算は認められるのか。 

通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスで

あることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も､当該
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延長サービスは通所サービスに係る延長サービスをみなされず、当該加算を算定でき

ない｡ 

(参考) 延長加算の算定の可否 

例①は通所サービス後の延長サービスに限り算定できる｡ 

例②は通所サービス前の延長サービスに限り算定できる｡ 

例① 延長加算× 診  察 通所サービス 延長加算○ 

 

例② 延長加算○ 通所サービス 診  察 延長加算× 

○ 介護報酬等に係るQ&A (平成15年5月30日厚生労働省老健局老人保健課)問12 

 

問 79 ９時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算

は算定可能か。 

延長加算については、算定して差し支えない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問56 

 

問 80 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定

居宅サービス等基準第 96 条第３項第２号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分

がされていれば算定することができるか。 

通所介護等の営業時間後に利用者を宿泊させる場合には、別途宿泊サービスに係る

利用料を徴収していることから、延長に係る利用料を徴収することは適当ではない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問57 

 

問 81 通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護

を実施した場合、延長加算は算定できるか。 

算定できる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問58 

 

問 82 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされている

が、以下の場合には算定可能か。 

① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等

を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 

② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業

時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合 

同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当では

ない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問59 
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問 83 通所介護の延長加算は、利用者が当該通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場

合は算定不可とされているが、通所介護として行う、歯科衛生士による口腔機能向上

サービスが延長時間帯に必要となる場合も加算の対象とならないのか。 

延長加算については、当該通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場合は算定で

きないことが原則であるが、あらかじめ通所介護計画に位置付けられたサービスであ

り、かつ、通常のサービス提供時間帯のみでは提供することができず、延長時間帯にお

いて提供することが不可欠な場合(食事提供に伴い、通所介護計画に定められた口腔機

能向上サービスを通常の時間帯内に終えることができない場合(※))には、実際に延長

サービスを行った範囲内で算定して差し支えないこととする｡ 

(※)指定通所介護事業所において、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ

がある利用者に対して、夕食後に言語聴覚士、歯科衛生士等が口腔機能向上サービスを

実施する場合であって、夕食の時間との関係からサービス提供時間内に当該口腔機能

向上サービスを終了することが困難で延長サービスとなる場合には、算定することが

できる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.４)(平成27年７月31日) 問５ 

 

○ 入浴介助加算 

問 84 入浴介助加算の基準について知りたい。 

入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定する｡ 

なお、自立支援の観点から、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒

予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として身体に直接接触す

る介助を行わなかった場合についても、加算の算定対象となる｡ 

また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合であっても、利用者側

の都合により入浴を実施しなかった場合については、加算の算定はできない｡ 

○ 額の算定基準別表6注6 

○ 額の算定基準の留意事項第2－7－(7) 

 

問 85 介助入浴の予定者が体調悪化により「清拭」または「部分浴」を行った場合は入浴介

助加算の算定はできるか。 

「清拭」「部分浴」については、通所リハビリテーションの入浴サービスに該当しな

いため、加算算定できない｡また、その費用を利用者に負担させることもできない｡ 

なお、計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入

浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない｡ 

○ ワムネット(平成13年3月31日)QA000274準用 

 

問 86 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により

入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居 

宅」とはどのような場所が想定されるのか。 

利用者の自宅（高齢者住宅（居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使

用する場合も含む。）を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自

宅に浴室 がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場

所で入浴する には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①～⑤

をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ること

を目的として、同加算 を算定することとしても差し支えない。  

① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士
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若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる

福祉 用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修

に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。  

② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入

浴に 関する福祉用具等）を備える。  

③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者

等との 連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏

まえた個 別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護

計画の中に 記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることが

できるものと する。 

④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。  

⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が

想定で きるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

○ 令和６年度報酬改定に関するQ&A(Vol.１)問62 

 

問 87 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介

護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専

門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専

門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動

作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知

識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。 

福祉・住環境コーディネーター２級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテ

ーションについても同様に取扱う。 

○ 令和６年度報酬改定に関するQ&A(Vol.１)問63 

 

問 88 入浴介助加算 については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当

該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始

後も定期的に行う必要があるのか。 

当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別

の入浴計画の見直しを行うこととする。 

○ 令和３年度報酬改定に関するQ&A(Vol.８)問３ 

 

問 89 入浴介助加算 では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に

近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的

にどのような介助を想定しているのか。 

利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自

身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよ

う見守り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体

介助を行う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保

持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるよう

になるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。 

○ 令和３年度報酬改定に関するQ&A(Vol.８)問４ 

 

問 90 入浴介助加算については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境（手すりなど 

入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの）に

て、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置
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すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し

支えないのか。 

例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動

式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近

い環境が再現されていれば、差し支えない。 

○ 令和３年度報酬改定に関するQ&A(Vol.８)問５ 

 

問 91 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。 

具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助 

対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管

理等が挙げられるが、これらに限るものではない。 

なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上 

を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。 

○ 令和６年度報酬改定に関するQ&A(Vol.１)問60 

 

問 92 情報通信機器等を活用した訪問する者（介護職員）と評価をする者（医師等）が画面

を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 

情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進

行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室

の環境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価

してもらう事で要件を満たすこととしている。 

○ 令和６年度報酬改定に関するQ&A(Vol.１)問61 

 

○ 中重度者ケア体制加算 

問 93 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の

提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数

には含めることができないということでよいか。 

提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算の要

件である加配を行う常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない｡ 

なお、加算の算定要件となる看護職員とは別に看護職員を配置している場合は、当該

看護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることができ

る｡ 

 ○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問37 

 

問 94 重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画

的に実施するプログラムとはどのようなものか。 

今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内

の役割づくりのための支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような

支援をすることなどの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護

の提供を行う必要がある｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問38 

 

問 95 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を

１名以上配置とあるが、指定基準の他に配置する必要があるのか。 

当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護職員として提供時間帯を通

じて既に配置している場合には、新たに配置する必要はない｡ 
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○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問39 

 

問 96 加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専従で看護職員を配置している

こととあるが、全ての営業日に看護職員を配置できない場合に、配置があった日のみ

当該加算の算定対象となるか。 

貴見のとおり｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.２)(平成27年４月30日)問３ 

 

○ ADL維持等加算 

問 97 ADL 維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密

着型通所介護事業所を連続して６月以上利用した期間とされているが、１）この「連

続して利用」とは、毎月１度以上利用していることを指すのか。２）この「連続して６

月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。３）６月より多く連続して利

用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。 

１） 貴見のとおりである。 

２） 貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であること

を想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含

まれている必要がある。 

３） 連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い６月の期間

を評価対象利用期間とする。例えば、２月から１１月まで連続利用がある場合、

２月から１１月までではなく、２月から７月までを評価対象利用期間とする。 

 ○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 98 ADL 維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は、算定しようとする月の５時間未満の通所介護の

算定回数が５時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。利用

している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。 

できる。 

 ○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 99 LIFE を用いた Barthel Index の提出は、合計値でよいのか。 

令和３年度に ADL 維持等加算を算定する場合に、LIFE を用いて提出する Barthel 

Index は合計値でよいが、令和４年度以降に ADL 維持等加算を算定することを目的と

して、 Barthel Index を提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。 

 ○ 令和3年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問34 

 

問 100 事業所又は施設において、評価対象利用期間が６月を超えるとは 、どのような意味

か。 

サービスの利用に当たり、６月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行

っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があった

としても、当該月を除いて６月以上利用していれば評価対象者に含まれる。  

○ 令和3年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問35 

 

問 101 これまで ADL 維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和３年度 

又は令和４年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。 

令和３年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の

前月までに、介護 給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL 維持等加算［申出］の
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有無」について、「２ あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始し

ようとする月の末日までに、LIFE 上で ADL 利得に係る基準を満たすことを確認し、加

算の請求届出を行うこと 

○ 令和3年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問36 

 

問 102 ADL の評価は、一定の研修を受けた者により、 Barthel Index （以下「ＢＩ」と 

いう。 ）を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 

一定の研修とは、様々な主体によって実施されるＢＩの測定方法に係る研修を受講

することや、厚生労働省において作成予定のＢＩに関するマニュアル

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html）及びＢＩの測定に

ついての動画等を用いて、ＢＩの測定方法を学習することなどが考えられる。 

また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理する

ことなどによりＢＩの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、こ

れまでＢＩによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、

理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。 

○ 令和3年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）問５ 

 

問 103 ADL 維持等加算（Ⅱ）について、ADL 利得が「２以上」から「３以上」へ見直され

ることとなったが、令和６年３月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっ

ても、ADL 維持等加算（Ⅱ）の算定には ADL 利得３以上である必要があるか。 

令和５年４月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL 利得が３以上の

場合 106 に、ADL 維持等加算（Ⅱ）を算定することができる。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問176 

 

○ 認知症加算・中重度者ケア体制加算(共通) 

問 104 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令

第 37 号｡以下「指定居宅サービス等基準」という｡)第 93 条に規定する看護職員又は介

護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する必要があるが、

具体的な計算方法如何。 

例えば、定員 20 人の通所介護、提供時間が７時間、常勤の勤務すべき時間数が週 40

時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以

下の通りとなる｡(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算｡) 

 

 月 火 水 木 金 土 計 

利用者数 18 人 17 人 19 人 20 人 15 人 16 人 105 人 

必要時間数 11.2 時間 9.8 時間 12.6 時間 14 時間 7 時間 8.4 時間 63 時間 

職員Ａ 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 0 時間 40 時間 

職員Ｂ 0 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 40 時間 

職員Ｃ 7 時間 7 時間 7 時間 7 時間 7 時間 0 時間 35 時間 

職員Ｄ 8 時間 8 時間 0 時間 0 時間 8 時間 8 時間 32 時間 

計 23 時間 31 時間 23 時間 23 時間 31 時間 16 時間 147 時間 

加配時間数 11.8 時間 21.2 時間 10.4 時間 9 時間 24 時間 7.6 時間 84 時間 

① 指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数 
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(例：月曜日の場合) 

確保すべき勤務時間数＝((利用者数－15)÷５＋１)×平均提供時間数＝11.2時間 

② 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数 

(例：月曜日の場合) 

指定基準に加えて確保された勤務時間数＝(８＋７＋７)－11.2＝11.8時間以上よ

り、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、84 時間÷

40 時間＝2.1 となることから、常勤換算方法で２以上確保したことになる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問25 

 

問 105 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する

月の前３月の１月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、４月 15 日以前に届

出がなされた場合には、５月から加算の算定が可能か。 

前３月の実績により届出を行う場合においては可能である｡なお、届出を行った月以

降においても、直近３月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持

しなければならない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問27 

 

問 106 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サ

ービス等基準第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で４以上確保する必要があるか。 

事業所として、指定居宅サービス等基準第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に

加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していれば、認知症加算及

び中重度者ケア体制加算における「指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数

に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する」という要件をそれ

ぞれの加算で満たすことになる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問28 

 

問 107 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実

践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に１名以上

配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれ

の単位の利用者が加算の算定対象になるのか。 

サービスの提供時間を通じて１名以上配置されていれば、加算の算定対象となる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問29 

 

問 108 通所介護を行う時間帯を通じて１名以上の配置が求められる看護職員(中重度者ケ

ア体制加算)、認知症介護実践者研修等の修了者(認知症加算)は、日ごと又は１日の時

間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、

加算の要件を満たすと考えてよいか。 

日ごと又は１日の時間帯によって人員が変わっても、加算の要件の一つである「指

定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所の提供に当たる看護職員(認知症

介護実践者研修等の修了者)を１名以上配置していること」を満たすこととなる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問30 

 

問 109  認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自

立度Ⅲ以上の割合、要介護３以上の割合における具体的な計算方法如何。 

認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立
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度Ⅲ以上の割合、要介護３以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用

いて算定するものとされているが、例えば、以下の例のような場合であって、中重度者

ケア体制加算の要介護３以上の割合を計算する場合、前３月の平均は次のように計算

する｡ 

(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平均計算についても同様に行う｡)  

要介護度 
利用実績 

1 月 2 月 3 月 

利用者① 要介護1 7 回 4 回 7 回 

利用者② 要介護2 7 回 6 回 8 回 

利用者③ 要介護1 6 回 6 回 7 回 

利用者④ 要介護3 12 回 13 回 13 回 

利用者⑤ 要支援2 8 回 8 回 8 回 

利用者⑥ 要介護3 10 回 11 回 12 回 

利用者⑦ 要介護1 8 回 7 回 7 回 

利用者⑧ 要介護3 11 回 13 回 13 回 

利用者⑨ 要介護4 13 回 13 回 14 回 

利用者⑩ 要介護2 8 回 8 回 7 回 

要介護3以上合計 46 回 50 回 52 回 

合計(要支援者を除く) 82 回 81 回 88 回 

 

① 利用実人員数による計算(要支援者を除く) 

・ 利用者の総数＝9 人(1月)＋9人(2月)＋9人(3月)＝27人 

・ 要介護３以上の数＝4人(1月)＋4人(2月)＋4人(3月)＝12人 

したがって、割合は12人÷27人≒44.4％(小数点第二位以下切り捨て)≧30％ 

② 利用延人員数による計算(要支援者を除く) 

・ 利用者の総数＝82人(1月)＋81人(2月)＋88人(3月)＝251人 

・ 要介護3以上の数＝46人(1月)＋50人(2月)＋52人(3月)＝148人 

したがって、割合は148人÷251人≒58.9％(小数点第二位以下切り捨て)≧30％ 

上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又

は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である｡ 

なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢

者の日常生活自立度が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の

日常生活自立度を用いて計算する｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問31 

 

問 110 サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア

体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員

は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に１名以上配置されていればよいか。 

認知症加算・中重度者ケア体制加算は、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の

継続に資するサービスを提供している事業所を評価する加算であることから、通所介

護を行う時間帯を通じてサテライト事業所に１名以上の配置がなければ、加算を算定

することはできない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年４月1日)問１ 
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○ 個別機能訓練加算 

問 111 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練

計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定する

こととなっているが、具体的な目安はあるのか。 

１回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個

別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。 

例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等

の準備、箸（スプーン、フォーク）使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行

為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を

踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損

なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。 

なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必要

に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問65 

 

問 112 第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能

向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 

通所介護の個別機能訓練の提供及び第一号通所事業の運動器機能向上サービスの提

供、それぞれに支障のない範囲で兼務することが可能である。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問54 

 

問 113 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者

の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当

たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、

どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。 

複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助

言等を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が

増進され、機能訓練の効果が増大することである。 

よって、仮に訓練項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、

同加算の算定要件を満たすものである。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問63 

 

問 114 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者

の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当

たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、

類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか。 

類似する訓練項目であっても、利用者によって、当該訓練項目を実施することで達

成すべき目標が異なる場合もあることから、利用者が主体的に訓練項目を選択するこ

とによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することが見込まれる限り、

準備された訓練項目が類似していることをもって、同加算の算定要件を満たさないも

のとはならない。 

こうした場合、当該事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を

総合的に勘案して判断されるものである。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問64 
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問 115 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に配

置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。 

①指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が11名以上である事

業所に限る）における取扱い 

この場合、看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単

位ごとに、専ら当該指定通所介護（地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員

が１以上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められており、配置

時間に関する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯

において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要

件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務

することは差し支えない。 

②指定地域密着型通所介護事業所(定員が10名以下である事業所に限る)における取扱

い 

この場合、看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指

定地域密着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間

帯に、専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務し

ている時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために

必要と認められる数を置くべきとされている。この配置基準を看護職員により満た

している事業所にあっても、看護職員としての業務に従事していない時間帯におい

て、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一

つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務するこ

とは差し支えない。（「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として

勤務している時間数は、専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員とし

ての勤務時間数に含めない。） 

なお、①②いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員とし

ての業務と専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等としての業務のいず

れも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能

訓練加算(Ⅰ)イ又はロの要件を満たすような業務をなし得るのかについて、加算算

定事業所ごとにその実態を十分に確認することが必要である。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問56 

 

問 116 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活

の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施する

こととなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある｡入

れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったり

ということもある｡このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対

応が必要となるのか。 

利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活

状況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている｡このため、利用

者やその家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の

従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分に説明し、

趣旨をご理解していただく必要がある｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問42 
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問 117 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪

問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練

加算の算定要件を満たすことになるか。 

利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要

件を満たすこととなる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問43 

 

問 118 居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確

認することでも認められるか。 

認められる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問45 

 

問 119 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の

者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どのような職種

を想定しているのか｡また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなく

てもよいか｡さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか｡ 

個別機能訓練計画については、多職種共同で作成する必要がある｡ 

このため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種にかかわらず計画作

成や居宅訪問を行うことができるため、機能訓練指導員以外がこれらを行っても差し

支えない｡なお、３月に１回以上、居宅を訪問し、生活状況を確認する者は、毎回必ず

しも同一人物で行う必要はない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問46 

 

問 120 ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所

が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。 

通所介護と短期入所生活介護を組み合わせて利用している者に対し、同一の機能訓

練指導員等が個別機能訓練計画を作成しており、一方の事業所で行った居宅訪問の結

果に基づき一体的に個別機能訓練計画を作成する場合は、居宅訪問を別々に行う必要

はない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.２)(平成27年４月30日)問４ 

 

問 121 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の

資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経

験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 

要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・

きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験

を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 122 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有す

る機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する

ことをどのように確認するのか。 

例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面で

それを証していることを確認すれば、確認として十分である。 
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○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 123 令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算や個別機能訓練加算を算定し

ている利用者についても、個別機能訓練加算イ又はロを算定するにあたり、再度、利

用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する

必要があるのか。 

令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)

と個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロでは、加算創設の目的が異なることから、令和３年

３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定して

いた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロが目的とする「生活機能の維

持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けるこ

と」を達成するため、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の

実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３

年３月 16 日老認発 0316 第３号・老老発 0316 第２号厚生労働省老健局認知症施策・地

域介護推進課長、老人保健課長連名通知）を参照し、個別機能訓練計画の見直しを行

う必要がある。なお、見直しにあたっては、令和３年３月サービス提供分までの個別

機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)算定時のモニタリング等により、直近の利

用者の居宅での生活状況が把握できている場合は、必ずしも利用者の居宅を訪問する

必要はない。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問62 

 

問 124 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるの

か。 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間

の 定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与する

とともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価した

りする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間

等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要

であるが、常勤・非常勤の別は問わない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問53 

 

問 125 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することとなっているため、合計で同時に２名以上の理学療

法士等を配置する必要があるということか。 

貴見のとおり。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問54 

 

問 126 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置するととなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を１名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算

(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 

差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名

以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する
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理学療法士等を１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じ

るものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあ

らかじめ説明しておく必要がある。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問55 

 

問 127 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて

は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を１名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病

院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する

事業所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携に

より確保することは認められない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問56 

 

問 128 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置するととなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要

件に基づき、合計で２名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能

訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 

貴見のとおり。例えばサービス提供時間が９時から 17 時である通所介護等事業所に

おいて、  

－ ９時から 12 時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置  

－ 10 時から 13 時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置  

した場合、10 時から 12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用

者に 対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。（９時から 10 時、

12 時から 13 時に当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個

別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる。） 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問57 

 

問 129 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所（地域密着型通所介護事業所）

において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 

機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業

所）ごとに１以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら

機能訓練指 導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）

の算定要件 の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名

以上配置」を満 たすものとして差し支えない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問58 

 

○ 認知症加算 

問 130 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法について知りたい。 

１ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治

医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとな
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る｡ 

なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる｡ 

２ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査

員が記入した同通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調

査票(基本調査)」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるもの

とする｡ 

３ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症

高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる｡ 

(注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3

月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第二１(7)「「認知症高齢者

の日常生活自立度」の決定方法について」、指定介護予防サービスに要する費用の

額の算定 に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指

定居宅サービ スに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び

居宅療養管理指導 に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に 伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

（平成 18 年３月 17 日老計 発 0317001 号、老振発 0317001 号、老老発 

0317001 号厚生労働省老健局計画・振興・ 老人保健課長連名通知）別紙１第二１

(6) 「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決 定方法について」及び指定地域密

着型介護サービスに要する費用の額の算定に関す る基準及び指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 の制定に伴う実施上の留

意事項について（平成 18 年３月 31 日老計発 0331005 号、 老振発 0331005 

号、老老発 0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連 名通知）

第二１(12)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確

認すること｡ 

○ 令和６年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.１）問18 

 

問 131 認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められているが、

当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよい

のか。 

介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通

じて指定通所介護事業所に従事している必要がある｡ 

なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問33 

 

問 132 認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提

供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、当該加算

の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければならないのか。 

認知症加算の算定対象者の利用がない日については、認知症介護実践者研修等の修

了者の配置は不要である｡なお、認知症の算定対象者が利用している日に認知症介護実

践者研修等の修了者を配置していない場合は、認知症加算は算定できない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問34 

 

問 133 旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践

的又は専門的な研修を修了した者に該当するのか。 
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該当する。 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問35 

 

問 134 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施する

プログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するの

か、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。 

利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計画

又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要である｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年４月1日)問36 

 

問 135 職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で

２以上確保していることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等の修了者を１名

以上配置する必要があるか。 

指定基準で配置すべき従業者、又は、常勤換算方法で２以上確保する介護職員又は

看護職員のうち、通所介護を行う時間帯を通じて、専従の認知症実践者研修等の修了

者を少なくとも１名以上配置すればよい｡ 

○ 成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.２)(平成27年４月30日)問２ 

 

問 136 認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並び に

（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定要件につ い

て、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 の

うち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。 

現時点では、以下のいずれかの研修である。 

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の

専門看護師教育課程 

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

○ 令和６年度報酬改定に関するQ&A(Vol.１)問17 

 

問 137 「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等にお 

いてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した 日

から起算して 10 年以上、かつ、1,800 日以上の実務経験を有する者あるいはそれ と

同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和９ 年３

月 31 日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」とあるが、「それと同 等以

上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのよう な者な

のか。 

同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士と

して７ 年以上サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの３年以上、サー

ビス提供責任 者としても従事する者を研修対象者として認めていただくことは差し

支えない。 

○ 令和６年度報酬改定に関するQ&A(Vol.３)問4 
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○ 若年性認知症利用者受入加算 

問 138 若年性認知症利用者受入加算は、いつまで算定できるか。 

65 歳の誕生日の前々日まで算定可能である｡ 

○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問101 

 

問 139 若年性認知症か否かを判定する医師に要件はあるか。 

判定を行う医師に特に要件はないが、認知症短期集中リハビリテーション実施加算

と同様、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに

関する専門的な研修を修了した医師の判定結果を徴するか、「要介護認定等の実施につ

いて」の主治医意見書によることが望ましいと考えられる｡ 

 

○ 栄養改善加算 

問 140 栄養改善加算において、管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常

勤・非常勤の別を問わないのか。 

管理栄養士の配置については、常勤に限るものはなく、非常勤でも構わないが、非

常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービ

スの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問30 

 

問 141 栄養改善加算において、管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士

を兼ねることは可能か。 

介護保険施設と通所介護、介護予防通所介護のいずれのサービス提供にも支障がな

い場合には、兼務することは可能である｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問31 

 

問 142 栄養改善加算において、管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養

士でも認められるのか｡労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 

当該加算に係る栄養管理の業務は、当該事業者に雇用された管理栄養士(労働者派遣

法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む｡)が行うものであり、給

食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない｡ 

なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力

を得ることは差し支えない｡  

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問32 

 

問 143 栄養改善加算において、管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作

成することができれば認められるのか。 

適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を

中心に、多職種協働により行うことが必要である｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問33 

 

問 144 栄養改善サービスについて、平成 18 年４月の報酬改定より３月毎に継続の確認を

行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、６月を１クールとして

いる｡どのように実施したらよいのか。 

低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しその効果を得るためには一定の

期間が必要であることから、栄養改善マニュアルにおいては６月を１クールとして示

されている｡ 
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報酬の算定に当たっては、３月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者

の栄養状態の改善や食生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、３月

毎に低栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、

当該地域包括支援センターにおいて、低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要

と判断された場合には継続して支援されたい｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問34 

 

問 145 栄養改善加算について、平成 18 年４月の報酬改定より対象者が細かく規定されて

いるが、これ以外の者については、対象とならないのか。 

従来の栄養マネジメント加算においては、ＢＭＩが標準を大きく下回る者、体重の

減少が認められる者、低栄養状態にある者又はその恐れがある者など、要件が具体的

ではなかったが、平成 18 年４月の栄養改善加算からは、ＢＭＩが１８．５未満、１～

６月間で３％以上の体重減少など、具体的な数字で示されている｡ 

従来同様「低栄養状態にある者又はその恐れがあると認められる者」も対象となっ

ているが、基本チェックの項目を適宜確認するなど、より詳細に規定されていること

から、その趣旨に従って判断されたい｡ 

○ 額の算定基準留意事項第2-7-(10) 

 

問 146 栄養改善加算の算定要件の１つである「食事摂取量が不良の者(75％以下)」とは、

具体的にはどういった者を指すのか。 

１ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のよ

うな場合が考えられる｡ 

・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める

場合 

・ イ～ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査

票の  「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの

項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれ

があると、サービス担当者会議において認められる場合 

なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場

合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している｡ 

２ また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる 

・ 普段に比較し、食事摂取量が７５％以下である場合 

・ １日の食事回数が２回以下であって､１回あたりの食事摂取量が普段より少

ない場合 

○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問16 

 

問 147 栄養改善加算は、体重過多、肥満等の利用者に対しても算定できるのか。 

対象者が具体的に示されているとおり、栄養不足、低体重、食事摂取量不足等の者

を対象に栄養改善を行った場合に算定できるものであり、質問のような例は想定され

ない｡ 

○ 額の算定基準留意事項第2-7-(12) 

 

問 148 平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 34 については、通所サー

ビスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅

療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。 

通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目
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的として栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うもの

である。一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある

者や特別食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相

談等の栄養管理を行うものである。したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、

低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、

栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対し

ては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 149 それぞれ別の通所介護事業所に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養

マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。 

ご指摘の件については、ケアマネジメントの過程で、適切に判断されるものと認識

しているが、①算定要件として、それぞれの加算にかかる実施内容等を勘案の上、1事

業所における請求回数に限度が設けていること、②２つの事業所において算定した場

合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算

又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.4)問1 

 

問 150 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から３月後に改善評価

を行った後は算定できないのか。 

サービス開始から概ね３月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない

場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場合は、３月以降も算定

できる｡ 

なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順

に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及

び実施内容を見直す必要がある｡ 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)問131 

 

問 151 通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居

宅療養管理指導を行うことは可能か。 

管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、

栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定さ

れない。  

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 152 対象となる「栄養ケア・ステーション」の範囲はどのようなものか。 

公益社団法人日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養士会栄養

ケア・ステーション」に限るものとする。  

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

○ 栄養アセスメント加算 

問 153 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定

事業者はどのように判断するのか。 

利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事

業所について、 

・ サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との
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関連性や実施時間の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、 

・ 介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定することとし、原則として、当

該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施すること。 

○ 令和３年４月報酬改定関係Q&A(Vol.10)問１ 

 

○ 口腔機能向上加算 

問 154 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が通所介護の口腔機能向上サービスを提供す

るに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行

為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている｡) 

通所介護で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける

主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂

食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問35 

 

問 155 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合について

も口腔機能向上加算を算定することは可能か｡また、労働者派遣法に基づく派遣された

職員ではどうか。 

口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、事業者に雇用された言語聴覚士、

歯科衛生士又は看護職員の業務を委託することは認められない｡なお、労働者派遣法に

基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者については、可能である｡ 

○ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問36 

 

問 156 口腔機能向上加算が算定できる利用者について、平成 21 年の報酬改定によりどの

ように定義されたのか。 

①認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかにおいて「１」

以外に該当する者、②基本チェックリスト№13～15の３項目のうち２項目以上が「１」

に該当する者、③その他口腔機能の低下している者又はその恐れのある者に対して、

サービス提供を行うこととなる｡ 

なお、「口腔機能の低下している者又はその恐れのある者」とは、ケアマネジメント

における課題分析に当たって、認定調査票の記載内容から、このように判断される者

については、算定できると考えて差し支えない｡ 

また、歯科医療を受診している者についても、医療保険において歯科診療報酬点数

表に掲げる摂食機能療法を算定していなければ、対象となる｡ 

○ 額の算定基準留意事項第2-7-(13) 

○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問14 

 

問 157 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又

は事業所のいずれにおいて判断するのか。 

歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその

家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管

理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、

事業所において判断する｡ 

○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)問1 

 

問 158 口腔機能向上加算を算定する旨届出を行っている事業所においては、一律的に利用

者に対してサービス提供を行い、加算を算定してよいのか。 
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口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供は、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われるものであり、一律に算定できるものでは

ない｡ 

なお、この考え方は、栄養改善加算においても同様である｡ 

○ 額の算定基準留意事項第2-7-(10)、(11) 

 

問 159 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から３月後に改善評価

を行った後は算定できないのか。 

サービス開始から概ね３月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない

場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場合は、３月以降も算定

できる｡ 

なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順

に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及

び実施内容を見直す必要がある｡ 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)問131 

 

問 160 それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれ

の事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 

御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識し

ているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、１事業

所における請求回数に限度を設けていること、②２事業所において算定した場合の利

用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向

上加算を算定することは基本的には想定されない。 

○ 令和3年4月改定関係Q&A(Vol.2)問33 

 

○ 生活機能向上連携加算 

問 161 指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビ

リテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契

約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うこと

になると考えてよいか 

貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定す

る必要がある。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 162 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供

施設（原則として許可病床数 200 床未満のものに限る。）と連携する場合も算定でき

るものと考えてよいか。 

・ 貴見のとおりである。 

・ なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主た

る担い手として想定されている 200 床未満の医療提供施設に原則として限って

いる趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）

の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった

場合には、積極的に応じるべきである。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 
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○ 中山間地域居住者へのサービス提供加算 

問 163 月の途中で、利用者の居住地が変わり、当該加算の要件を満たすように(又は満たさ

なく)なった場合、該当する期間のサービス提供分のみが加算の対象となるのか｡それ

ともその月のサービス提供分全てが対象となるのか｡ 

① 中山間地域かつ通常の実施地域 → 中山間地域かつ実施地域外 

② 中山間地域かつ実施地域外   → 中山間地域外かつ実施地域外 等 

該当期間のサービス提供分のみが対象となる｡ 

○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問13 

 

○ サービス提供体制強化加算 

問 164 産休、病休等の期間は勤続年数に含めることはできるのか。 

産休、育休、介護休暇等の休業期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数

に含めることができる｡ 

ただし、算定時点で勤務に従事していない者は含めることはできない｡ 

なお、再雇用の職員については、以前の勤続年数は通算できない｡ 

 

問 165 介護福祉士の配置要件について、各月の末日時点で資格を取得している者とされて

いるが、その具体的な取扱いはどうなるのか。 

要件における介護福祉士については、登録又は修了証明書の交付までもとめるもの

ではない｡例えば平成 21 年３月 31 日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業

を確認し、翌月以降に登録した者については、平成 21 年４月において介護福祉士とし

て含めることができる｡ 

この場合、事業者は当該資格取得等見込み者の試験合格等の事実を試験センターの

ホームページ等で確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録等の

事実を確認する必要がある｡ 

○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問2 

 

問 166  療養病床等から転換した介護医療院においてサービス提供体制強化加算を算定する

にあたっては、療養病床等に勤務していた職員の勤続年数を通算できるのか。 

転換前の療養病床等と転換後の介護医療院の職員に変更がないなど、療養病床等と

介護医療院が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算

することができる。 

 ○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） 

 

問 167 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる

業種（直接処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向

や事業の承継時にも通算できるのか。また、理事長が同じであるなど同一グループの

法人同士である場合にも通算できるのか。 

同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇

を行う職種に限る。）における勤続年数については通算することができる。また、事業

所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変

更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続

年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が

同じであったとしても、通算はできない。 

 ○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） 
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問 168 「10 年以上介護福祉士が 30％」という最上位区分の要件について、 勤続年数はど

のように計算するのか。 

・ サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要

件については、－介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数

が10年以上の者の割合を要件としたものであり、－介護福祉士の資格を取得してか

ら10年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

－同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用

形態、職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

－事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所

の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場

合の勤続年数は通算することができる。 

（※） 同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体と

して行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含ま

れる。 

○ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）問126改 

 

○ 科学的介護推進体制加算 

問 169 サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合につい

て、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出す

る必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目の

みの提出でも差し支えない。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.10）問３ 

 

問 170 科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも６か月に１回から

３か月に１回に見直されたが、令和６年４月又は６月以降のいつから少なくとも３か

月に１回提出すればよいか。 

科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令

和６年４月又は６月以降は、少なくとも３か月に１回提出することが必要である。 

例えば、令和５年２月に提出した場合は、６か月後の令和６年８月までに少なくと

も１回データ提出し、それ以降は３か月後の令和６年 11 月までに少なくとも１回のデ

ータ提出が必要である。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.1）問175 

 

○ ３％加算及び規模区分の特例 

問 171 基本報酬への３％加算（以下「３％加算」という。）や事業所規模別の報酬区分の決

定に係る特例（以下「規模区分の特例」という。）では、現に感染症や災害の影響と想

定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な

理由は問わないのか。 

対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした感染症又は災害につい

ては、利用延人員数の減少が生じた具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影

響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、３％加算

や規模区分の特例を適用することとして差し支えない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問68 
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問 172 各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地

域密着型通所介護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については、「指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及

び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企第 36 号） （以

下「留意事項通知」という。）第２の７（４）及び（５）を、通所リハビリテーション

については留意事項通知第２ の８（２）及び（８ ）を準用し算定することとなって

いるが、感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所

にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期

間」として取り扱うことはできるか 

留意事項通知において「一月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実

施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の

六を乗じた数によるものとする。」としているのは、「正月等の特別な期間」において

は、ほとんど全て の事業所がサービス提供を行っていないものと解されるためであり、

この趣旨を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、これに従って休業した期

間や、自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできな

い。 

なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所

規模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問69 

 

問 173 各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型

通所介護については、留意事項通知第２の７（４）及び（５）を準用し算定することと

なっているが、指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者の指定をあわせて受けている場合であって両事業を一体的に実施している場合、

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。 

貴見のとおり。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問４ 

 

問 174 ３％加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が５％以

上減少している場合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の届

出を行うこととなっているが、どのような理由があげられている場合に加算算定延長

を認めることとすればよいのか。都道府県・市町村において、届出を行った通所介護

事業所等の運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。 

通所介護事業所等から、利用延人員数の減少に対応するための 経営改善に時間を要

すること等の理由が提示された場合においては、加算算定の延長を認めることとして

差し支えない。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問５ 

 

問 175 規模区分の特例適用の届出は年度内に１度しか行うことができないのか。例えば、

一度利用延人員数が減少し規模区分の特例を適用した場合において、次月に利用延人

員数が回復し、規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業

所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うこと

はできないのか。 

通所介護（大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ）、通所リハビリテーション事業所（大規模型） 
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については、利用延人員数の減少が生じた場合においては、感染症又は災害（規模区

分の特例の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。）

が別事由であるか否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出及び

その適用を行うことが可能である。また、同一のサービス提供月において、３％加算

の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが、同一年度内に３％加

算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことは可能であり、例えば、以下も可

能である。（なお、同時に３％加算の算定要件と規模区分の特例の適用要件のいずれに

も該当する場合は、規模区分の特例を適用することとなっていることに留意すること。）  

－ 年度当初に３％加算算定を行った事業所について、３％加算算定終了後に規模区 

分の特例適用の届出及びその適用を行うこと。（一度３％加算を算定したため、年度内 

は３％加算の申請しか行うことができないということはない。）  

－ 年度当初に規模区分の特例適用を行った事業所について、規模区分の特例適用終

了後に３％加算算定の届出及びその算定を行うこと。（一度規模区分の特例を適用した

ため、年度内は規模区分の特例の適用しか行うことができないということはない。） 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問70 

 

問 176 「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以

上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」（老認発 0316 第４号・老老発 0316 第３号令和３年３月 16 日厚生労働省

老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」とい

う。 ）において、各事業所における３％加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出

様式（例）が示されているが、届出にあたっては必ずこの様式（例）を使用させなけれ

ばならないのか。都道府県や市町村において独 自の様式を作成することは可能か。 

本体通知における届出様式（例）は、今回の取扱いについて分かりやすくお伝えす

る観点や事務手続きの簡素化を図る観点からお示ししたものであり、都道府県・市町

村におかれては、できる限り届出様式（例）を活用されたい。 

なお、例えば、届出様式（例）に加えて通所介護事業所等からなされた届出が適正

なものであるか等を判断するために必要な書類等を求めることは差し支えない。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問９ 

 

問 177 ３％加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた

月の翌月 15 日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなか

った場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 

貴見のとおり。他の加算と 同様、算定要件を満たした月（利用延人員数の減少が生

じた月）の翌月 15 日までに届出を行わなければ、３％加算の算定や規模区分の特例

の適用はできない。なお、例えば令和３年４月の利用延人員数の減少に係る届出を行

わなかった場合、令和３年６月にこの減少に係る評価を受けることはできないが、令

和３年５月以降に利用延人員数の減少が生じた場合は、減少が生じた月の翌月 15 日

までに届出を行うことにより、令和３年７月以降において、加算の算定や規模区分の

特例の適用を行うことができる。 

なお、令和３年２月の利用延人員数の減少に係る届出にあっては、令和３年４月１

日までに行わせることを想定しているが、この届出については、新型コロナウイルス

感染症による利用延人員数の減少に対応するものであることから、都道府県・市町村

におかれてはこの趣旨を鑑み、届出の締切について柔軟に対応するようお願いしたい。 

○ ３％加算及び規模区分の特例（いわゆる第 12 報を適用した場合の利用延人員

数の算定） 
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○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問10 

 

問 178 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（第 12 報）」（令和２年６月１日付厚生労働省老健局総務課認知症施策

推進室ほか事務連絡）（以下「第 12 報」という。）による特例を適用した場合、１月

当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第 12 報における取扱いの適用

後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（第 13 報）」（令和２年６ 月 15 日付厚生労働省老健局総務課認知症施

策推進室ほか事務連絡）問４でお示ししているとおりであり、貴見のとおり。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問11 

 

問 179 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事

業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所にあっては、各

月の利用延人員数及び前年度１月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを

得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平

均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。 

差し支えない。本体通知においてお示ししているとおり、各月の利用延人員数及び

前年度の１月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、通所介護、地域密着型

通所介護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用

具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企第 36 号）（以下「留

意事項通知」という。）第２の７（５）を、通所リハビリテーションについては留意事

項通知第２の８（２）を準用することとしており、同項中の「災害その他やむを得な

い理由」には、当該感染症又は災害の影響も含まれるものである。なお、感染症又は

災害の影響により休業やサービス縮小等を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れ

た後、当該事業所の休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れを行った利用者

が３％加算の算定や規模区分の特例を行う事業所を利用し続けている場合、当該利用

者については、平均利用延人員数に含めることとする。 

また、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所

規模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問72 

 

問 180 ３％加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者

又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族

への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、

利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。 

３％加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又

はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サ

ービス計画の原案の内容（サービス内容、サービス単位／金額等）を利 用者又はその

家族に説明し同意を得ることは必要である。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問13 
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問 181 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（第 12 報）」（令和２年６月１日付厚生労働省老健局総務課認知症施策

推進室ほか事務連絡）（以下「第 12 報」という。）による特例を適用した場合、１月

当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第 12 報における取扱いの適用

後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。 

３％加算や規模区分の特例は、感染症や災害の発生を理由として利用延人員数が減

少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から設けられた

ものであり 、この趣旨を鑑みれば、当該通所介護事業所等を利用する全ての利用者に

対し適用することが適当である。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問14 

 

問 182 第一号通所事業には、３％加算は設けられていないのか。 

貴見のとおり。なお、通所介護事業所等において、３％加算や規模区分の特例の適

用対象となるか否かを判定する際の各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平

均利用延人員数の算定にあたっては、本体通知Ⅱ（３）にお示ししているとおり、「指

定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養

管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企

第 36 号）第２の７（４）を準用するものであることから 、通所介護事業等と第一号

通所介護事業が一体的に実施されている場合にあっては、第一号通所事業の平均利用

延人員数を含むものとする。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.１）問15 

 

問 183 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、３％加算算

定の届出は年度内に１度しか行うことができないのか。例えば、令和３年４月に利用

延人員数が減少し、令和３年５月に３％加算算 定の届出を行い、令和３年６月から

３％加算を算定した場合において、令和３年６月に利用延人員数が回復し、令和３年

７月をもって３％加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和

３年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度３％加算を算定することはで

きないのか。 

感染症や災害（３％加算の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせ

したものに限る。）によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一

度３％加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度３％ 加

算を算定することが可能である。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.３）問21 

 

問 184 ３％加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生し

た場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対

象となった後、同感染症又は災害による３％加算や規模区分の特例が終了する場合も

事務連絡により示されるのか。 

新型コロナウイルス感染症による３％加算 や規模区分の特例にかかる取扱いは、今

後の感染状況等を踏まえ、厚生労働省にて終期を検討することとしており、追って事

務連絡によりお示しする。 

なお、災害については、これによる影響が継続する期間等は地域によって異なるこ

とも想定されることから、特例の終期については、厚生労働省から考え方をお示しす

る、又は基本的に都道府県・市町村にて判断する等、その在り方については引き続き
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検討を行った上で、お示ししていくこととする。 

○ 令和３年度介護報酬改定に係るQ&A（Vol.３）問22 

 

○ 送迎時における居宅内介助等の評価 

問 185 デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介

護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか｡居宅内介助等が可能

な通所介護事業所等を探す必要があるのか。 

１ 通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、

介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サ

ービス計画に位置付けて実施するものである｡ 

２ 現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等につ

いて、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない｡ 

例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要

な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問52 

 

問 186 送迎時に居宅内で介助した場合は 30 分以内であれば所要時間に参入してもよいと

あるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職

員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。 

対象となる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問53 

 

 

問 187 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待

たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 

個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサ

ービスの提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に

車内に待たせて行うことは認められない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問54 

 

問 188 居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービ

ス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が

生じてもよいか。 

サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用者ごと

に前後することはあり得るものであり、単位内でサービスの提供時間の異なる場合が

生じても差し支えない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問55 

 

○ 業務継続計画未策定減算について 

問 189 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業

務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられ

た、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有

無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.３) 問7 
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問 190 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。 

対象サービス 施行時期 

通所介護、地域密

着型通所介護、介

護予防認知症対

応型通所介護 

令和６年４月 

※ただし、令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及びまん 

延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計 画

の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問165 

 

問 191 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された

場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを

発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適

用することとなる。 

例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の

未策定が判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常

災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年 10 月からではなく、

令和６年４月から減算の対象となる。 

また、訪問介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未

策定が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問166 

 

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

問 192 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止する

ための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を 置く

こと）がなされていなければ減算の適用となるのか。 

減算の適用となる。 

なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問167 

 

問 193 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、

発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実

が生じた月」となる。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問168 

 

問 194 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するた

めの全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこ

と）がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出し

た後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告

することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入

居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・

事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って

差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月
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から３か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問169 

 

○ 虐待防止委員会及び研修について 

問 195 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１

名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を

定期的にしなければならないのか。 

虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携

を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施してい

ただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにく

い環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 

例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数

事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協

力を得て開催することが考えられる。 

研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員

会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業

所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。  

なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施し

たことの内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。 

また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企

画と運営に関しては、以下の資料の参考例（※）を参考にされたい。 

（※）社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所

における高齢者虐待防止のための体制整備-令和 3 年度基準省令改正等に伴う体制整

備の基本と参考例」令和 3 年度老人保健健康増進等事業、令和 4年 3月。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問170 

 

○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理

（Ⅱ）、排せつ支援加算について 

問 196 月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分

確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属

する月（以下、「利用開始月」という。）の翌々月の 10 日までに提出することとしても

差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出した場合は利用開

始月より算定可能か。 

事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサー

ビスの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、

サービスの利用を開始した翌月の 10 日までにデータ提出することが困難な場合は、当

該利用者に限っては利用開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支

えないとしている。 

ただし、加算の算定については LIFE へのデータ提出が要件となっているため、利

用開始月の翌月の 10 日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該

月の加算の算定はできない。当該月の翌々月の 10 日までにデータ提出を行った場合

は、当該月の翌月より算定が可能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月

の翌月までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出が困難であった理由について、介

護記録等に明記しておく必要がある。 
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○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問171 

 

問 197 事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始

した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当

該利用者以外については算定可能か。 

原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算につい

て、 月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に

係る情報を LIFE に提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出

していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要が

ある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全

員に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。 

（※）令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月 26 日)問 16

参照。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問172 

 

○ 介護記録ソフトの対応について 

問 198 LIFE への入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトから CSV 

連携により入力を行っているが、LIFE へのデータ提出について、当該ソフトが令和６

年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。 

差し支えない。 

事業所又は施設にて使用している介護記録ソフトを用いて令和６年度改定に対応し

た様式情報の登録ができるようになってから、令和６年４月以降サービス提供分で提

出が必要な情報について、遡って、やむを得ない事情を除き令和６年 10 月 10 日まで

に LIFE へ提出することが必要である。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問173 

 

○ LIFE への提出情報について 

問 199 令和６年４月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報如何。 

令和６年４月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報に関して、令和６年４

月施行のサービスについては、令和６年度改定に対応した様式情報を提出すること。 

令和６年６月施行のサービス（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、 

予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション）については、令和６年

４～５月サービス提供分の提出情報に限り、令和３年度改定に対応した様式情報と令

和６年度改定に対応した様式の提出情報の共通する部分を把握できる範囲で提出する

か、令和６年度改定に対応した様式情報を提出すること。 

各加算で提出が必要な情報については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算 

に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和６年３ 

月 15 日）を参照されたい。 

○ 令和６年度介護報酬改定に係るQ&A(Vol.1) 問174 

 

○ 同一建物居住者等に通所サービスを行う場合の減算 

問 200 「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。 

当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す｡ 

○ 平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)問55 
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○ 送迎が実施されない場合の評価の見直し 

問 201 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の

考え方如何。 

宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問60 

 

問 202 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行う

ことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用

者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。 

送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付け

させた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問61 

 

問 203 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車

両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良い

か。 

徒歩での送迎は、減算の対象にはならない｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問62 

 

問 204 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサー

ビス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送

迎を実施しないことになるが、送迎減算(47 単位×２)と同一建物減算(94 単位)のどち

らが適用されるのか。 

同一建物減算(94 単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同

一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、当該事案は送迎減算(47

単位×２)が適用される｡ 

なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算(47

単位)が適用される｡ 

○ 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.２)(平成27年４月30日)問５ 

 

○ 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス 

問 205 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサー

ビス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成 27 年４月１日から指定権者への届出が

必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成 27 年３月末までに届

出を行わせなければならないのか。 

平成 26 年７月 28 日の全国介護保険担当課長会議資料②で示したとおり、宿泊サー

ビスを実施している場合の届出については、平成 27 年４月から９月末までに届出を行

うこととしている｡この期間以降については、その都度届出を行うこととなる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問63 

 

問 206 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス

を提供する事業所については、平成 27 年４月１日から届出制が導入されるが、本届出

が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 

届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規定したものであ

るため、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業
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所の運営基準違反となる｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問64 

 

問 207 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今

回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス

等基準に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。 

指定居宅サービス等基準に基づき、各自治体で条例を制定し、この条例に基づき行

うものと考えている｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問65 

 

問 208 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが､

指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室

以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 

指定通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、届出の対

象とするが、指定通所介護事業所の設備を利用しないものについては対象としない｡ま

た、食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で

実施する場合は対象とならない｡ 

なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、

掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、

有料老人ホームに該当し、老人福祉法上の届出を行うことが必要となることに留意さ

れたい｡ 

○ 平成27年度介護報酬改定に係るQ&A(平成27年４月１日)問66 

 

○ サテライト事業所等に係る基準・介護報酬等 

問 209 サテライト型事業所は本体事業所と同様の人員を配置する必要があるのか。 

サテライト型事業所は、地域密着型介護老人福祉施設のサテライト型居住施設等の

ように人員基準が緩和されているわけでないが、現行の規定でも、本体事業所との密

接かつ適切な連携が図られるものであることを前提として、看護職員はサテライト型

事業所にも従事可能であり、利用者に対する処遇等が適切に行われることを要件とし

て、管理者、生活相談員、機能訓練指導員は本体事業所とサテライト型事業所におけ

る同職との兼務可能である｡ 

なお、介護職員については、本体事業所とサテライト型事業所でそれぞれ配置する｡ 

＜本体事業所(20 名)とサテライト型事業所(10 名)の人員配置例＞ 

人員 本体事業所 サテライト型事業所 

管理者 １人 １人(本体との兼務可) 

生活相談員 １人 １人(本体との兼務可) 

介護職員 ２人 １人 

看護職員 １人 １人 

(本体と密接な連携が図られる場合、サテライト型にも従事可能) 

機能訓練指導員 １人 １人(本体との兼務可) 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A１ 

 

問 210 本体事業所とサテライト型事業所について、それぞれの利用定員を定めるのか。 

利用定員については、事業所において同時にサービス提供の提供を受けることがで
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きる利用者の数の上限であり、同一時間帯に当該利用定員を超える利用者を受け入れ

ることはできないということである｡ 

したがって、サテライト型事業所を設置する場合の利用定員については、原則とし

て本体事業所とサテライト型事業所との合算で定める｡ 

ただし、例えば、本体事業所が午前、サテライト型事業所が午後と、全く別時間帯

にサービス提供する場合は、本体事業所又はサテライト型事業所のいずれか大きい利

用定員がその事業所全体の利用定員となる｡ 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A２ 

 

問 211 本体事業所とサテライト型事業所との距離には制限があるのか｡また、小規模多機

能型居宅介護事業所のように、本体１箇所に対するサテライト事業所の箇所数の制限

があるのか。 

本体事業所とサテライト型事業所との間の距離は、地域の実情等に応じてサービス

提供するため、一概に示すことはできないが、両事業所が密接な連携を確保できる範

囲内としなければならない｡ 

また、サテライト型事業所は、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の整備、

効率的な事業実施や経営の安定性の確保の観点から設置するものであり、本体１箇所

に対するサテライト型事業所の箇所数の制限はない｡ 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A３ 

 

問 212 サテライト型事業所は本体事業所と同様の設備が設置されていなければならないの

か。 

サテライト型事業所は必ずしも本体事業所と同様の設備が設置されている必要はな

いが、利用者に対するサービス提供に支障がないよう、食堂、機能訓練室、静養室、

相談室及び事務室等、基準上必要な設備を可能な限りサテライト事業所にも設置する

ものとする｡ 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A４ 

 

問 213 通所介護事業所の事業所規模区分の計算に当たっては、① 原則として、前年度の

1 月当たりの利用者数により、② 例外的に、前年度の実績が 6 月に満たない又は前

年度から定員を 25％以上変更して事業を行う事業者においては、便宜上、利用定員の

90％に予定される 1 月当たりの営業日数を乗じて得た数により、事業所規模の区分を

判断することとなっているが、サテライト型事業所を設置している場合、①の利用者

数、②の利用定員について、それぞれどのように考えればよいか。 

(①について) 

○ 事業所規模の区分については、事業所規模の実態を適切に反映させる方法によ

り決定されるべきであるため、サテライト型事業所の利用者数を含めて計算する｡ 

○ ただし、年度の途中で、別の事業所がサテライト型事業所として移行してきた

場合、利用者数に含めて計算するのは、以下のＡ＋Ｂ(Ｃは含めない)となる｡ 

(②について) 
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○ サテライト型事業所の利用定員を含めて計算する｡ 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A５ 

 

問 214 サテライト型事業所を設置する場合における加算・減算の取扱い如何。 

加算・減算の取扱いとしては、①事業所単位で算定するものと、②本体とサテライ

ト型のそれぞれの事業所で算定するもの、の２つのパターンがあるが、整理すると以

下のとおりである｡ 

①事業所単位で算定するもの 

 

②本体とサテライト型のそれぞれの事業

所で算定するもの 

・定員超過利用減算 

・人員基準欠如減算 

・中山間地域等に居住する者へのサービ

ス提供加算 

・中重度者ケア体制加算(※除く) 

・認知症加算(※除く) 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・介護職員処遇改善加算 

・延長加算 

・入浴介助加算 

・個別機能訓練加算(Ⅰ)･(Ⅱ) 

・若年性認知症利用者受入加算 

・栄養改善加算 

・口腔機能向上加算 

・同一建物減算 

・送迎減算 

 

 

(※)27．4.30 事務連絡「平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4

月30日)」の送付について 

(認知症加算・中重度者ケア体制加算について) 

(問１) サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度

者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了

者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に１名以上配置

されていればよいか｡ 

(答)  認知症加算・中重度者ケア体制加算は、認知症高齢者や重度要介護者に在宅

生活の継続に資するサービスを提供している事業所を評価する加算であるこ

とから、通所介護を行う時間帯を通じてサテライト事業所に１名以上の配置が

なければ、加算を算定することはできない｡ 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A６ 

 

問 215 A 市(２級地)に本拠地のある通所介護事業所が、B 市(３級地)にサテライト型事業

所を設置した場合、当該サテライト型事業所の通所介護は、地域区分として、２級地

で請求することになるのか。 

本拠地の２級地ではなく、サテライト型事業所の地域区分である３級地の区分で請

求することになる｡ 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A７ 
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問 216 サテライト型事業所の定員を超過するが、本体事業所を含めた事業所全体の利用定

員を超過していない場合に、定員超過利用減算についてどのように考えればよいか。 

利用定員については、原則、本体事業所とサテライト型事業所との合算で定める｡ 

例えば、利用定員 30 人の事業所では、本体事業所とサテライト型事業所で合計 30

人まで同時に受入が可能であるが、仮に定員が、本体事業所 20 人、サテライト型事業

所 10 人である場合、本体とサテライトそれぞれの事業所の定員を超えたからといって

直ちに減算対象になるものではない｡ 

なお、事業所は適切なサービスの提供を確保するため、定員超過利用の未然防止を

図るように努める必要があり、上記の例は、指定取消も含めた指導の対象となるもの

であることに十分留意されたい｡ 

○ H27.12.22 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料 Ⅱ地域密着型通所

介護の創設(8) 通所介護事業所のサテライト事業所に係る基準・介護報酬等の

Q&A８ 

 

○ 総合事業との関係 

問 217 給付と一体的に実施する場合における給付の基準緩和について、通所介護と、従前

の介護予防通所介護相当サービスや通所型サービスＢが一体的に実施する場合は示さ

れている(ガイドライン P103・104)が、通所型サービスＣ(短期集中予防サービス)と通

所介護(介護給付)を一体的に実施する場合の基準はどうなるのか。 

１ 保健師やリハビリテーション専門職等が行う短期集中予防サービス(通所型サ

ービスＣ)については、事業の効果的かつ効率的な実施という観点から、３～６ヶ

月等の期間を限定して実施されるものを想定している｡ 

２ 通所介護の運営基準を遵守した上で、指定通所介護等の提供に支障がない範囲

で、指定通所介護の提供時間帯に同一の場所を使用して、短期集中予防サービス

(通所型サービスＣ)の提供を行うことは可能であるが、この場合には、プログラ

ムとサービス提供を行う人員を明確に区分して行うことを想定している｡ 

○ 「介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ(平成27年

８月19日)問８ 

 

問 218 通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)及び従前の介護予防

通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、専従要件や加配職員を求めている

加算の算定要件について、どのように考えればよいか。 

１ 算定要件として専従の職員配置を求めている加算である「中重度ケア体制加

算」、「個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」と「認知症加算」については、人員基準の

取扱いと同様、通所介護の職員が通所介護と一体的に提供される通所型サービス

Ａ及び従前の介護予防通所介護相当のサービスに従事したとしても、当該職員は

専従要件を通所介護で満たしているものとして取り扱うこととする｡ 

※ 個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定においては、「常勤」の機能訓練指導員がサービス

提供時間帯を通じて専従することが要件であるが、常勤要件についても、それぞ

れのサービス提供に支障がない範囲で同様の取扱いとする｡ 

２ また、算定要件として職員の加配を求めている加算である「中重度ケア体制加

算」と「認知症加算」については、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の継

続に資するサービスを提供している事業所を評価する加算であることから、通所

型サービスＡの職員の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の

勤務時間数に含めることはできない｡ 

○ 「介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ(平成27年
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８月19日)問９ 

 

問 219 通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)及び従前の介護予防

通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、サービス提供体制強化加算を算定

する上で、職員の割合はどのように算出すればよいのか。 

１ サービス提供体制強化加算の算定に当たっては、常勤換算方法により介護福祉

士が50％以上配置されていること等が要件とされており、通所介護と、緩和した

基準によるサービス(通所型サービスＡ)及び従前の介護予防通所介護に相当す

るサービスを一体的に行う場合、 

・ 通所型サービスＡの職員は含めず、 

・ 従前の介護予防通所介護に相当するサービスの職員は含めて、職員の割合

を算出する｡ 

２ この場合、通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの双方にお

いてサービス提供体制強化加算を算定可能である｡ 

○ 「介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ(平成27年

８月19日)問10 

 

問 220 通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)及び従前の介護予防

通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、人員基準欠如の扱いはどのように

すべきか。 

通所介護と、通所型サービスＡ及び従前の介護予防通所介護に相当するサービスを

一体的に行う事業所については、それぞれ必要となる職員(勤務時間)の合計に対して

実際の職員配置が人員欠如となる場合、一体的に運営している以上、それぞれのサー

ビスの提供や利用者の処遇に支障があると考えられることから、それぞれの事業所が

人員基準欠如となり、 

・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの部分は、減算の対象

となる｡ 

・ 通所型サービスＡの部分は、市町村の定める減算等の取扱いによることとなる｡ 

○ 「介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ(平成27年

８月19日)問11 

 

問 221 通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)及び従前の介護予防

通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、定員超過利用の扱いはどのように

すべきか。 

１ 通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)及び従前の介護

予防通所介護に相当するサービスを一体的に行う事業所の定員については、 

・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスについては、通所介

護の対象となる利用者(要介護者)と従前の介護予防通所介護に相当するサー

ビスの対象となる利用者(要支援者等)との合算で、利用定員を定め、 

・ これとは別に通所型サービスＡについては、当該サービスの利用者(要支援

者等)で利用定員を定めることとしている｡ 

２ したがって、事業所全体では、利用定員を超えないものの、 

・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの部分が、通所介護

と従前の介護予防通所介護に相当するサービスの利用定員の超過利用となる

場合、減算の対象となる｡ 

・ 通所型サービスＡの部分が、通所型サービスＡの利用定員の超過利用となる
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場合、市町村の定める減算等の取扱いによることとなる｡ 

３ なお、事業所は、適正なサービスの提供を確保するため、定員超過利用の未然

防止を図るよう努めるものとする｡ 

○ 「介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ(平成27年

８月19日)問12 

 

問 222 通所介護と、緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)及び従前の介護予防

通所介護に相当するサービスを一体的に行う場合、食堂及び機能訓練室の合計した面

積はどのように確保するべきか。 

１ 食堂及び機能訓練室の合計した面積については、 

・ 通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスについては、利用定

員×３㎡以上、 

・ 通所型サービスＡについては、サービスを提供するために必要な場所を確保

することが必要である｡ 

２ 通所介護、従前の介護予防通所介護に相当するサービス及び緩和した基準によ

るサービス(通所型サービスＡ)を一体的に行う場合、それぞれの利用者の処遇に

支障がないことを前提にサービス提供する必要があるため、食堂及び機能訓練室

の合計した面積は、事業所全体の利用定員×３㎡以上確保する必要がある｡ 

３ なお、この場合、緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)に関しては、

要介護者への処遇に影響を与えないことを前提に、総合事業の基準による人員配

置が可能である｡ 

○ 「介護予防・日常生活総合支援事業ガイドライン」についてのＱ＆Ａ(平成27年

８月19日)問14 

 

○ 共生型サービス 

問 223 平成 30 年４月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、

現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それと

も、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期

入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。 

・ 共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサー

ビス、ホームヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、も

う一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、あくまでも「居宅サ

ービスの指定の特例」を設けたものであるため、従前通り「訪問介護」、「通所介護」、

「短期入所生活介護」として、事業所の指定申請に基づき自治体が指定する。 

・ なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービスの指定を受けた事業所が行うこ

ととなるが、いずれの指定申請先も都道府県（＊）であるため、指定手続について

可能な限り簡素化を図る観点から、障害福祉サービス事業所の指定申請の際に既に

提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしてい

るので、別添を参照されたい。 

（＊）定員 18 人以下の指定生活介護事業所等は、（共生型）地域密着型通所介護事業

所として指定を受けることとなるが、当該指定申請先は市町村であるため、申請書

又は書類の提出は、生活介護事業所等の指定申請の際に既に都道府県に提出した申

請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。 

※ 指定障害福祉サービス事業所が、（「共生型サービスの指定の特例」を受けること

なく、通常の）介護保険の居宅サービスの指定の申請を行う場合についても同様の

取扱いとする。 
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 ○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 224 改正後の介護保険法第 72 条の２第１項ただし書に規定されている共生型居宅サー

ビス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われること

を想定しているのか。 

(1) 例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業者が、指定申請を行

う場合、①「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定

を受けることができる②「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づ

き指定を受けることになるということか。 

(2) 介護報酬については、上記①の場合、基本報酬は所定単位数に 93／100 を乗じ

た単位数上記②の場合、基本報酬は所定単位数（通常の通所介護と同じ）という

ことか。 

【(1)について】 

・ 貴見のとおりである。 

・ 共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサー

ビス、ホームヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、も

う一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、「（共生型）居宅サー

ビスの指定の特例」を設けたもの。 

・(1)の場合、指定障害福祉事業所が介護保険サービスを行うことになるが、①指定

障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合②指定障害福祉事業

所が、（「（共生型）居宅サービスの指定の特例」を受けることなく）介護保険サービ

スの基準を満たす場合（※現在も事実上の共生型サービスとして運営可能）がある

ため、②の場合に「別段の申出」を必要としているもの。 

・ なお、「別段の申出」については、以下の事項を記載した申請書を、当該申出に係

る事業所の所在地の指定権者に対して行う。 

ア 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業者の管理者の氏

名及び住所 

イ 当該申出に係る居宅サービスの種類 

ウ 法第 72 条の２第１項等に規定する特例による指定を不要とする旨 

【(2)について】 

・ 貴見のとおりである。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

≪参考≫ 

・ 介護保険法（平成９年法律第 123 号）（抄） 

（共生型居宅サービス事業者の特例） 

第七十二条の二 訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービ

スに係る事業所について、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十

一条の五の三第一項の指定（当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応

じて厚生労働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通

所支援（以下26「障害児通所支援」という。）に係るものに限る。）又は障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十

三号。以下「障害者総合支援法」という。）第二十九条第一項の指定障害福祉サー

ビス事業者の指定（当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生

労働省令で定める種類の障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サー

ビス（以下「障害福祉サービス」という。）に係るものに限る。）を受けている者

から当該事業所に係る第七十条第一項（第七十条の二第四項において準用する場
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合を含む。）の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときに

おける第七十条第二項（第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下

この項において同じ。）の規定の適用については、第七十条第二項第二号中「第七

十四条第一項の」とあるのは「第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービス

に従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第

七十四条第二項」とあるのは「第七十二条の二第一項第二号」とする。ただし、

申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この

限りでない。 

一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サー

ビスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条

例で定める員数を満たしていること。 

二 申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営

に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると

認められること。２～５ （略）  

 

問 225 共生型サービス事業所の指定を行う際、指定通知書等に明確に「共生型」と区分す

る必要があるのか。 

不要である。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 226 通所介護（都道府県指定）の利用定員は 19 人以上、地域密着型通所介護（市町村

指定）の利用定員は 18 人以下とされているが、例えば、障害福祉制度の生活介護の

指定を受けた事業所が介護保険（共生型）の通所介護の指定を受ける場合、定員 19 人

以上であれば都道府県に指定申請を、定員 18 人以下であれば市町村に指定申請を行

うことになるのか。 

・ 共生型通所介護の定員については、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介

護事業所等において同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限で

あり、介護給付の対象となる利用者（要介護者）と障害給付の対象となる利用者

（障害者）との合算で、利用定員を定めることとなるため、貴見のとおりである。 

・ なお、障害福祉制度の指定を受けた事業所が介護保険（共生型）の訪問介護又

は短期入所生活介護の指定を受ける場合、これらのサービスには市町村指定の地

域密着型サービスは存在しないため、事業所規模に関わらず、都道府県に指定申

請を行うことになる。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 227 共生型通所介護（障害福祉制度の生活介護事業所等が、要介護者へ通所介護を行う

場合）の場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 

・ 共生型通所介護事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者（要介

護者）と障害給付の対象となる利用者（障害児者）との合算で、利用定員を定める

こととしているため、合計が利用定員を超えた場合には、介護給付及び障害給付

の両方が減算の対象となる。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 228 共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所（介護保険の基準を満たし

ていない障害福祉の事業所）の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業所として人員基

準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害給付の両方が減算の対象と
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なるものと考えてよいか。 

貴見のとおりである。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 

 

問 229 共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サ

ービスは共生型サービスの対象であるか。 

指定障害福祉事業所のうち指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスに

ついても、共生型通所介護及び共生型地域密着型通所介護の対象となる。 

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） 

 

問 230 通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導

員（理学療法士等）が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行うことは可

能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。 

通所介護の機能訓練指導員は、配置基準上は１以上とされており、共生型生活介護

における自立訓練（機能訓練）を兼務することは可能。共生型サービスは、高齢者と

障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉両

方の制度に位置づけられたものであり、対象者を区分せずに、一体的に実施すること

ができる。このため、機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）

を行う場合は、利用者である高齢者と障害児者の合計数により利用定員を定めること

としており、その利用定員の範囲内において、両事業を一体的に実施し、機能訓練を

行うものであることから、専従要件に該当する。  

○ 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） 


